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はじめに 
 

 

平成１９年、いわゆる事務所費問題等により政治資金に対する国民の政治不信

が高まったことを受け、政治資金規正法が改正され、国会議員関係政治団体は、

収支報告書等について登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることが

義務づけられるとともに、平成２０年４月１日、「政治資金監査に関する具体的

な指針」（政治資金監査マニュアル）の策定等を所掌する政治資金適正化委員会

が総務省に設置された。 

 

政治資金適正化委員会では、政治資金に関する収支報告の適正の確保と透明性

の向上に対する国民の要請に応えるため、登録政治資金監査人の登録や研修、政

治資金監査マニュアルの策定・改定、登録政治資金監査人に対する指導・助言等、

政治資金規正法に定められた所掌事務について、日本弁護士連合会、日本公認会

計士協会及び日本税理士会連合会並びに各都道府県選挙管理委員会等の協力を

得ながら、精力的に取り組んできた。 

 

 具体的には、第１期（平成２０年４月から平成２３年３月）においては、登録

政治資金監査人の登録や研修の整備、政治資金監査マニュアル等の策定を行うと

ともに、収支報告書等の記載方法等に関する見解や「政治資金監査に関するＱ＆

Ａ」等を示したほか、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について

検討を行った。 

第２期（平成２３年４月から平成２６年３月）においては、政治資金監査の実

施状況等を踏まえながら、政治資金監査マニュアルの改定等を行うとともに、第

１期の取りまとめにおいて今後検討すべきとされた事項についての検討を深め

たほか、個別の登録政治資金監査人に対する指導・助言の枠組みを示した。 

第３期（平成２６年４月から平成２９年３月）においては、研修の機能の充実・

向上の観点から、従来のフォローアップ説明会を「政治資金監査実務に関する

フォローアップ研修」と位置付け、内容の充実等を図るとともに、第２期の取り

まとめにおいて示された、個別の登録政治資金監査人に対する指導・助言につい

ての検討を重ね、平成２６年分の収支報告書（定期分）に係る政治資金監査から

具体的な取組を開始した。 

第４期（平成２９年４月から令和２年４月）においては、研修テキストに実際

の誤りに基づいた実践的な演習問題を増やすなど、研修内容の充実を図ったほか、

政治資金監査の実施期間におけるフォローアップ研修を追加した。また、引き続

き、個別の登録政治資金監査人に対する指導・助言に取り組み、全ての登録政治

資金監査人に誤りの事例等の周知を図るなどを行った。 

第５期（令和２年４月から令和５年４月）においては、政治資金監査報告書の

押印義務の廃止に伴う政治資金監査マニュアルの改定を行ったほか、新型コロナ



 

 
 

ウイルス感染防止及び遠隔地からの研修機会の確保等のため、新たにリモート研

修方式を導入した。 

 

令和５年１１月頃から、一部の政策研究団体（いわゆる派閥）が開催した政治

資金パーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載しない等の問題が発覚

し、政治とカネをめぐって国民の政治不信がこれまでになく高まったことを受

け、「政治資金規正法の一部を改正する法律」（令和６年法律第６４号）が可決・

成立した。 

第６期（令和５年４月から令和８年４月）においては、本法律により政治資金

監査の強化が盛り込まれたこと等を踏まえ、政治資金監査マニュアルについて、

法改正事項の反映等を改定内容とする所要の改定を行った。併せて、政治資金監

査チェックリスト、政治資金監査報告書チェックリスト、政治資金監査に関する

具体的な指針に係る補足説明及び政治資金監査に関するＱ＆Ａについて、所要の

改定を行った。 

また、改定後の政治資金監査マニュアルに基づく政治資金監査への円滑な移行

のため、令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）に係る実

施要領を策定し、令和８年度においては、当該研修を重点的に実施することとし

た。 

 その他、第５期取りまとめにおいて、個別の指導・助言の対象者数の減少に資

するため、「登録政治資金監査人の業務に対する意識喚起」、「登録政治資金監査

人の誤り軽減に資する仕組みの検討」及び「都道府県選挙管理委員会の報告事務

フローの改善」の３点に取り組むこととされたことを踏まえ、これらの検討を行

い、決定・実施するとともに、研修については、新型コロナウイルス感染症対策

の平時への移行を踏まえ、集合研修の回数を増やした。 

 

当初の策定以来の大きな改定となった政治資金監査マニュアル等の改定の際

の議論では、新たな政治資金監査事項として、「翌年への繰越しの状況」等が追

加されたことを踏まえ、登録政治資金監査人に与えられた権能の下、政治団体特

有の様々な会計事務の実態を念頭においた政治資金監査の具体的な手法等につ

いて、国民の政治資金監査制度に対する期待に応えるべく熱心に検討を行った。

改定後のマニュアル等に基づいた政治資金監査の適確な実施を通して、国民の政

治不信払拭の一助となることを期待するものである。 

 

政治資金適正化委員会は、第６期の終わりに当たって、これまでの取組を国民

に明らかにするとともに、今後の政治資金適正化委員会における活動に資するよ

う、総括的な取りまとめを行い、今後取り組むべき課題の検討の方向性等を提示

することとした。 

政治資金監査が適確に実施され、政治資金の収支報告の適正の確保や透明性の

向上に一層資するように、今後も様々な取組を実施してまいりたい。これらの取



 

 
 

組により、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与

するという政治資金規正法の目的の実現につながることを望むものである。 
 

令和８年３月 

政治資金適正化委員会  

委員長 野々上  尚  

杉 田 慶 一 

秋 山 修一郎 

田 口 尚 文 

岩 井 奉 信 
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（１）政治資金監査に関する具体的な指針について 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）では、

国会議員関係政治団体の会計責任者は収支報告書を提出するときにはあらか

じめ政治資金監査を受けなければならないとされ、この政治資金監査は、政治

資金適正化委員会（以下「当委員会」という。）が定める政治資金監査に関す

る具体的な指針（以下「政治資金監査マニュアル」という。）に基づき行うも

のと規定されている（法第１９条の１３第１項及び第２項）。 

政治資金監査マニュアルは、登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当

たっての具体的な指針を示すとともに、登録政治資金監査人の行う政治資金監

査の質の確保と政治資金監査業務の一般化・標準化を図るものである。 

○ これまでの取組 

令和６年６月１９日に「政治資金規正法の一部を改正する法律」（令和６

年法律第６４号。以下「改正法」という。）が可決・成立した。改正法で

は、政治資金監査の強化が盛り込まれ、政治資金監査の対象となる国会議

員関係政治団体の範囲が拡充されたほか、登録政治資金監査人による政治

資金監査において確認する事項として、「残高確認書及び差額説明書に基づ

いて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていること」が追加さ

れた。 

このことに伴い、当委員会では、登録政治資金監査人に与えられた権能

の下、政治団体特有の様々な会計事務の実態を念頭においた政治資金監査

の具体的な手法等について、政治資金監査制度に対する国民の期待に応え

るべく熱心に検討を行い、原則として、令和８年分以降（解散分は令和９

年分以降）の収支報告書に係る政治資金監査から適用する政治資金監査マ

ニュアルの改定を令和７年９月に行った。主な改定内容は以下のとおりで

ある。 

・ 必要な箇所に、「翌年への繰越しの金額」、「残高確認書」及び「差額

説明書」等を追加した。 

・ 「Ⅱ.登録政治資金監査人」の章の「１．登録政治資金監査人の資格

（２）業務制限」に、法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関

係政治団体（いわゆる派閥・政策研究団体。以下「３号団体」とい

１ 政治資金監査に関する具体的な指針等について 
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う。）が国会議員関係政治団体に追加されたことを踏まえ、政治資金監

査を行うことができない者を追加した。 

・ 「Ⅲ.国会議員関係政治団体」の章の「１．国会議員関係政治団体の

定義」に、３号団体を追加した上で、国会議員関係政治団体から受け

た寄附の金額が１，０００万円以上となったその他政治団体はその年

及び翌年に国会議員関係政治団体とみなされる旨、預貯金による政治

資金の保管に関すること及び国会議員関係政治団体の代表者の責務に

関すること等を追加した。

・ 「Ⅳ.政治資金監査指針①一般監査指針」の章の「１．一般的な留意

事項」に、代表者による収支報告書の確認における政治資金監査報告

書の位置づけに関すること及び政治資金監査の質の向上に関すること

を追加した。

・ 「Ⅴ.政治資金監査指針②個別監査指針」の章に「５．法第１９条の

１３第２項第５号に掲げる事項」を追加し、「残高確認書及び差額説明

書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されているこ

と」の確認に関する具体的手法について追加した。

特に、差額説明書に記載される差額の理由の具体例については、ク

レジットカードを利用した場合及び手持ち資金を現金で保有している

場合とし、差額の理由がクレジットカードを利用した場合は、「クレ

ジットカードの利用であることを会計帳簿や収支報告書に記載されて

いるかどうか確認すること。」とした。

・ 「Ⅵ.政治資金監査指針③会計責任者等に対するヒアリング」の章の

「２.ヒアリング事項」に、（４）書面監査では翌年への繰越しの状況

が確認できなかったもの及び（６）書面監査に加えて、翌年への繰越

しの状況の詳細を確認する必要があるものを追加した。

差額説明書に記載される差額の理由がクレジットカードの利用で

あった場合において、当該理由のとおり会計帳簿や収支報告書にクレ

ジットカードによる支出である旨が記載されていることが書面監査で

確認できなかった場合には、会計責任者等に確認を求めることとし

た。 

また、差額説明書に記載される差額の理由が手持ち資金の現金での

保有であった場合において、１２月３１日（解散等した場合にはその

日）現在における手持ち資金の現金を政治資金監査において確認でき

ないことから、当該理由のとおり１２月３１日（解散等した場合には

その日）時点で手持ち資金を現金で保有していたことを会計責任者等

に確認を求めることとした。 
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・ 「Ⅶ.政治資金監査報告書」の章に、国会議員関係政治団体に係る収

支報告書及び政治資金監査報告書については、会計責任者が都道府県

の選挙管理委員会又は総務大臣にオンラインで提出するものとされた

ことを踏まえ、登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書に自署に

代えて自身の電子署名を行うこととした。 

また、政治資金監査報告書の作成に当たっては、当委員会のホーム

ページに掲載されている政治資金監査報告書の様式をダウンロード

し、これを活用することが望ましい旨を追加した。 

・ 「Ⅷ.その他の留意事項」の章に、政治資金監査チェックリスト及び

政治資金監査報告書チェックリストの活用促進に関することを追加

し、政治資金監査を行うに当たっては、必要に応じて、これらの

チェックリストを活用し、監査事項の確認を行うこととした。 

（表１）政治資金監査マニュアルの改定（第５期以前） 

 

改定時期 主な改定内容 

第１期 

（平成２２年９月） 

・政治資金監査実施要領と一体化させ章立てを再構成

するとともに、「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」の

うち必要な事項と政治資金監査上の取扱いに関する

委員会見解の追加。 

・記載不備のある領収書等の確認に請求書等の関係書

類を利用可能としたほか、支出を受けた者の住所に

ついて別添の書類に記載との記載があった場合に別

添の書類の住所で確認可能とした。 

第２期 
（平成２５年６月） 

・平成２４年４月の施行規則の一部改正による、金融

機関への振込みにより支出をした場合の添付書類の

簡素化を踏まえた記載の追加。 

・収支報告書に支出が計上されていない場合の記載例

の追加。 

・主たる事務所以外で政治資金監査を実施した場合の

理由や実施場所に係る記載例の明確化。 

第３期 

（平成２８年３月） 

・平成２７年１０月の施行規則の一部改正による、業

務制限の対象の追加を踏まえた記載の追加。 

・記載例の注の追加、その他記載の趣旨の明確化を図

るための表現の整理。 

第４期 

（令和元年６月） 

・令和元年５月の施行規則の一部改正による、政治資

金監査報告書の元号表記の改正に伴う政治資金監査

報告書記載例の元号表記の改正等。 
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第４期 

（令和元年７月） 

・令和元年７月の工業標準化法の一部改正に伴う施行

規則の一部改正による、政治資金監査マニュアル等

における表記の改正。 

第５期 

（令和３年９月） 

・令和３年９月の施行規則の一部改正による、政治資

金監査報告書の押印義務の廃止に伴う、政治資金監

査報告書記載例の押印欄の削除等。 

 

○ 今後の方向性 

政治資金監査マニュアルについては、今後の法改正等、政治資金監査制

度の運用状況及び登録政治資金監査人等から寄せられる意見等を基に、政

治資金監査がその基本的性格を十分に踏まえつつ円滑に実施され、政治資

金の収支報告の適正の確保と透明性の向上が図られるよう、引き続き必要

な見直しを行っていくことが適当である。 

改正法の施行に伴い改定された政治資金監査マニュアル（以下「改定後 

マニュアル」という。）の内容については、全ての登録政治資金監査人に対

し「政治資金監査に関する研修テキスト」（令和９年１月改定版）を配布す

るとともに、令和８年度から実施する登録時研修（９頁参照）及び新制度

研修（１８頁参照）において重点的に説明することに加え、当委員会の

ホームページにも掲載し周知を徹底することが適当である。 
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（２）政治資金監査チェックリスト及び政治資金監査報告書チェックリスト等

について 

○ これまでの取組 

当委員会では、登録政治資金監査人等から寄せられる質疑等に対して逐

次対応するとともに、新たな見解を示す必要があるものや登録政治資金監

査人に広く周知する必要があるものについては、政治資金監査マニュアル

を補完するものとして、当委員会の見解の表明や、「政治資金監査に関する

Ｑ＆Ａ」の公表等を行い、フォローアップ研修等の場を通じてこれらの周

知を図るなど、政治資金監査の適確な実施に関して必要な指導及び助言を

行ってきたところである。 

第６期では、以下のとおり決定を行った。 

① 政治資金監査チェックリスト及び政治資金監査報告書チェックリス

トの改定 

政治資金監査マニュアルの改定に併せて、令和７年１２月に政治資

金監査チェックリスト及び政治資金監査報告書チェックリストの改定

を行った。主な改定内容は以下のとおりである。 

ア 政治資金監査チェックリストの改定 

・ 「法第１９条の１３第２項第５号に掲げる事項」を追加し 

た。 

・ 「会計責任者等に対するヒアリング」中に「法第１９条の１

３第２項第５号に掲げる事項」に関するヒアリング項目を追加

した。 

・ 政治資金監査マニュアルにおいて、差額説明書に記載される

差額の理由が手持ち資金の現金での保有であった場合は、ヒア

リングで確認することとしたことに伴い、ヒアリング項目を追

加した。 

   

イ 政治資金監査報告書チェックリストの改定 

・ 政治資金監査マニュアルにおいて、登録政治資金監査人は、

政治資金監査報告書に自身の電子署名を行うこととしたことに

伴い、項目を追加した。 
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② 政治資金監査に関する具体的な指針に係る補足説明の改定 

政治資金監査マニュアルの改定に併せて、令和７年１２月に政治資

金監査に関する具体的な指針に係る補足説明について改定を行った。

主な改定内容は以下のとおりである。 

・ 必要な箇所に、「翌年への繰越しの金額」、「残高確認書」及び

「差額説明書」等を追加した。 

・ 「Ⅰ. 政治資金監査の目的」の章に、改正前の法に基づく政治

資金監査は、収入はその対象としていなかったが、改正法の施行

により、「残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの

状況が収支報告書に表示されていること」が政治資金監査におけ

る確認事項として追加されたことを受け、その理由を国会におけ

る質疑を基に追加した。 

・ 「Ⅲ.国会議員関係政治団体」の章において、国会議員関係政治

団体の会計責任者は、収支報告書の提出をオンラインにより行う

に当たり、「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」を使用して収支報

告書を作成することとなる旨を追加した。 

   また、改正法の施行により、国会議員関係政治団体の代表者の

責任の強化等が図られたことから、収支報告の流れを理解しやす

いようにフローで示した。 

・ 「Ⅳ.政治資金監査指針①一般監査指針」の章に、政治資金監査

の大まかな流れを理解しやすいようにフローで示した。 

・ 「Ⅴ.政治資金監査指針②個別監査指針」の章に、政治団体の区

分に異動があった場合の収支報告書の突合に関する留意事項を追

加した。 

  また、残高確認書の添付書類として考えられる具体的な書類に

ついて、総務省政治資金課作成「国会議員関係政治団体の収支報

告の手引」から引用し、追加した。 

  さらに、収支報告書の「翌年への繰越額に係る部分」の検算方

法を追加した。 

・ 「Ⅶ.政治資金監査報告書」の章において、登録政治資金監査人

は、政治資金監査報告書に自署に代えて自身の電子署名を行うこ

ととしたことを踏まえ、自署に係る補足説明を削除した上で、電

子署名を行う方法等を追加した。 
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また、電子署名を付与した場合における政治資金監査報告書の

「登録政治資金監査人」欄の氏名の記載について、総務省政治資

金課作成「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」から引用

し、追加した。 

  その他、当委員会のホームページに、８類型で政治資金監査報

告書の様式が掲載されている旨を追加した。 

 

③ 政治資金監査に関するＱ＆Ａの改定 

政治資金監査マニュアルの改定に併せて、令和７年１２月に政治資

金監査に関するＱ＆Ａについて改定を行った。主な改定内容は以下の

とおりである。 

・ 改正法の施行に伴い、必要な箇所に「残高確認書」及び「差額

説明書」等を追加した。 

・ 残高確認書に記載された内容が、残高確認書の添付書類（金融

機関が作成する残高を証する書面等）により示された内容と一致

しているかどうかを確認する際に想定されるＱ＆Ａについて、総

務省政治資金課作成「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」

から引用し、追加した。 

また、改正法の施行に伴う上記以外にも、下記の改定を行った。 

・ 令和６年能登半島地震による被害を受けた国会議員関係政治団

体に係る政治資金監査報告書の記載方法を追加した。 

・ 政治団体の事務職員がコード決済を利用した立替払いにより物

品を購入した場合の収支報告書等の記載方法等を追加した。 

④ 令和５年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査報告書に関す

る調査 

当委員会において、政治資金監査マニュアルの改定等について、今

後登録政治資金監査人への周知方法等を検討するに当たって、登録政

治資金監査人のうち、現に政治資金監査を実施している登録政治資金

監査人の人数及びその士業ごとの内訳を把握するため、都道府県選挙

管理委員会の協力を得て、調査を実施した。 
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調査の結果、令和５年分の収支報告書（定期分）に係る政治資金監

査を行った登録政治資金監査人の人数は、９４１人で、その士業ごと

の内訳は以下のとおりであった。 

・ 弁 護 士： ３８人 

・ 公認会計士：１８１人 

・ 税 理 士：７２２人 

○ 今後の方向性 

政治資金監査のより適確な実施を確保していくため、引き続き、必要に

応じ、政治資金監査マニュアルを補完する当委員会の見解の表明や政治資

金監査チェックリスト及び政治資金監査報告書チェックリストの有効活用

の促進、「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」の充実等を行っていくことが適当

である。 

特に、「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」については、研修等の機会を通じ

て登録政治資金監査人から寄せられる質問等を精査の上、登録政治資金監

査人が改定後マニュアルに基づいた政治資金監査を円滑に実施できるよう

Ｑ＆Ａの追加を図っていくことが適当である。 
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２ 政治資金監査に関する研修について 

当委員会では登録政治資金監査人に対し、「政治資金監査に関する研修（以下

「登録時研修」という。）」及び「政治資金監査実務に関するフォローアップ研

修（以下「フォローアップ研修」という。）」の２種類の研修を実施している。 

登録時研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させるこ

とを目的として、登録政治資金監査人名簿に登録を受けた登録政治資金監査人

が受講するものであり（法第１９条の２７）、フォローアップ研修は、当委員会

が行う研修（法第１９条の３０第１項第３号）として、登録政治資金監査人の

政治資金監査実務の基礎知識を定着・向上させることを目的として、登録時研

修を修了した登録政治資金監査人が任意で受講することができるものである。 

それぞれの研修の概要は、下表のとおりである（表２）。 

 

（表２）政治資金監査に関する研修（当委員会が実施するもの） 

 
研修の種類 対象 方式 主な内容 

登録時研修 

登 録 手 続 を  

完了した登録

政治資金監査人  

集合研修※１ 

（要望研修※２ 

を含む。） 

個別研修※３ 

リモート研修※４ 

登録政治資金監査人と

して必要な専門的知識

の修得 

フ ォ ロ ー 

ア ッ プ 

研 修 

再受講研修 

登録時研修を

修了した登録

政治資金監査人  

集合研修※１ 

個別研修※３ 

リモート研修※４ 

登録時研修と同内容 

実務向上

研修 

政治資金監査の実施や

政治資金監査報告書の

作成に関し、生じやすい

誤りの事例や留意すべ

き点について重点的に

解説 
※１ 集合研修…定められた日時及び会場において、研修受講者を集めて実施するもの（登録時研修では平成２０年 

度から実施、フォローアップ研修では平成２２年度から実施。）。 

※２ 要望研修…希望する研修日・研修地を示して、５人以上の登録時研修を修了していない登録政治資金監査人が 

登録時研修の実施を要望する場合で、その実施に支障がないと認められる場合に実施するもの（平成２３年度 

から実施）。 

  ※３ 個別研修…個別の研修受講者ごとに任意の日時で、総務省政治資金適正化事務局内にて、研修用映像教材を用 

いて実施するもの（登録時研修では平成２２年度から実施、フォローアップ研修では令和５年度から実施。）。 

※４ リモート研修…個別の研修受講者ごとに定める期間（研修受講者が希望する１ヶ月間）において、当該個別の 

研修受講者に対してインターネットを通じて実施するもの（令和２年度から実施）。  
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○ これまでの取組 

 ① 登録時研修及びフォローアップ研修の実施状況 

登録時研修は、政治資金監査制度創設以来、平成２０年度から実施

し、令和７年６月末現在、登録政治資金監査人５，１６９人のうち、

５，０４６人（９７．６％）が登録時研修を修了し、政治資金監査を実

施することが可能となっている（表３）。一方、登録時研修の未修了者は

１２３人となっている。 

また、当委員会では、より円滑な政治資金監査が継続的に実施される

よう、平成２２年度から、登録時研修を修了した登録政治資金監査人が

任意で受講できる「政治資金監査実務に関するフォローアップ説明会」

を実施してきた。平成２６年度からは、それまでの研修内容を引き継い

だ「実務向上研修」に加え、登録時研修と同内容の研修を再度受講する

ことを可能とする「再受講研修」をフォローアップ研修として実施して

いる。 

なお、フォローアップ研修のうち、実務向上研修については、以下の

とおり、研修内容等の充実を図り実施している。 

・ 研修資料の演習問題について、政治資金監査において生じやすい

誤りや、登録政治資金監査人からの問い合わせが多い内容を反映さ

せた問題を作成した。また、会計帳簿と収支報告書を突合し、誤り

等を指摘させるような、より実践的な問題を作成した。 

・ 研修資料の政治資金監査のポイントの解説について、参考となるＱ

＆Ａの引用を増やすなどの見直しを行った。 

・ 当委員会ホームページ掲載の政治資金監査報告書記載例を紹介し、

政治資金監査報告書が類型に対応した記載となっているか十分に確

認の上、作成に当たる必要がある旨を強調して説明した。 

・ 質疑応答の時間を増やすなどして、研修受講者の満足度を高め、実

務向上研修の受講者数が増えるように努めた。 

・ 令和７年度においては、登録政治資金監査人のニーズも踏まえ、改

正法について説明する時間（１５分間）を設けた。なお、当該説明時

間の確保の観点から、令和４年度より導入した小テストの実施を取り

やめた。 
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（表３）登録時研修の実施状況（年度別・研修方式別） 

 

 

 

 

※１ 各年度３月末現在。ただし、令和７年度は６月末現在。 

※２ 研修修了者数は登録抹消者を含む。 

※３ 令和７年６月末現在、研修修了者数から登録抹消者を除いた人数は 5,046 人。  

（単位：人）

※２※３

平成20年度 8 回 816

平成21年度 39 回 2,616

平成22年度 7 回 139 199 回 199

平成23年度 11 回 100 2 回 20 121 回 121

平成24年度 12 回 77 3 回 40 153 回 153

平成25年度 15 回 103 1 回 8 97 回 97

平成26年度 14 回 105 0 回 0 126 回 126

平成27年度 16 回 69 1 回 21 102 回 102

平成28年度 16 回 84 0 回 0 90 回 90

平成29年度 19 回 115 0 回 0 62 回 62

平成30年度 19 回 129 0 回 0 42 回 42

令和元年度 14 回 79 0 回 0 32 回 32

令和２年度 7 回 30 0 回 0 55 回 55 1月～3月 15

令和３年度 7 回 50 0 回 0 40 回 40 1月～3月 38

令和４年度 6 回 21 0 回 0 31 回 31 9月～1月 41

令和５年度 6 回 29 0 回 0 40 回 40 9月～1月 42

令和６年度 10 回 74 0 回 0 40 回 40 9月～1月 47

令和７年度 ― ― 0 回 0 12 回 12 ― ―

総　計 226 回 4,636 7 回 89 1,242 回 1,242 183

年度
※１

270

6,150

177

171

個別研修方式集合研修方式 要望研修方式

816

2,616

338

241

111

208

231

192

174

100

128

12

研　　修
修了者数

93

111

161

リモート研修方式
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（表４）フォローアップ研修の実施状況（年度別・研修方式別・士業別） 

 

 
 各年度３月末現在。ただし、令和７年度は６月末現在。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各年度３月末現在。ただし、令和７年度は６月末現在。 

 

○　実務向上研修 （単位：人）

弁護士 税理士

平成22年度 10 回 38 803

平成23年度 13 回 41 938

平成24年度 16 回 41 898

平成25年度 17 回 34 983

平成26年度 17 回 28 930

平成27年度 17 回 33 849

平成28年度 17 回 34 793

平成29年度 20 回 30 919

平成30年度 21 回 26 850

令和元年度 16 回 26 616

令和２年度 0 回 12月～3月 14 396

令和３年度 0 回 12月～3月 11 391

令和４年度 6 回 9月～1月 3 142

令和５年度 6 回 1 回 9月～1月 21 346

令和６年度 10 回 11 回 9月～1月 22 518

令和７年度 ― 2 回 ― 0 1

総　計 186 回 14 回 402 10,373

125

163

141

180

158

153

184

152

147

117

112

108

49

76

108

1,974

443

648

12,749

2 1

966

1,142

1,080

1,197

1,116

1,034

980

1,133

1,023

759

522

510

194

リモート研修
方式

個別研修
方式 公認会計士

年度
集合研修

方式
　研修受講者数

○　再受講研修 （単位：人）

弁護士 税理士

平成26年度 17 回 3 230

平成27年度 17 回 6 164

平成28年度 17 回 6 161

平成29年度 20 回 3 194

平成30年度 21 回 2 129

令和元年度 16 回 1 90

令和２年度 0 回 12月～3月 4 98

令和３年度 0 回 12月～3月 5 137

令和４年度 6 回 9月～1月 0 47

令和５年度 6 回 0 回 9月～1月 4 101

令和６年度 10 回 0 回 9月～1月 1 107

令和７年度 ― 0 回 ― 0 0

総　計 130 回 0 回 35 1,458

年度
集合研修
方式

個別研修
方式

41

0

369

29

リモート研修
方式

287

206

200

242

155

105

140

185

59

　研修受講者数

149

134

0

1,862

公認会計士

54

36

33

45

24

14

38

43

12
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各年度における研修に係る取組は、以下のとおりである。 

ア 令和５年度 

令和５年５月に新型コロナウイルス感染症は５類感染症に移行し

たもののが、未だ感染社会状況を注視する段階であること及びとと

もに、令和２年度から実施しているリモート研修において登録政治

資金監査人の受講機会が確保されていることの受講状況を踏まえ、

集合研修は前年度と同じ回数を実施した。登録時研修における要望

研修は実施要望が無かった。 

また、以前は登録時研修のみ実施していた個別研修について、「政

治資金監査実務に関するフォローアップ研修実施要領」を改正し、

令和６年２月からフォローアップ研修でも受講できるようにした。 

リモート研修については、令和５年９月から令和６年１月にかけ

て実施した。 

これらにより、登録時研修は、集合研修が２９人（６回）、個別研

修が４０人、リモート研修が４２人に対して実施され、研修修了者

数は１１１人であった（表３）。 

フォローアップ研修については、実務向上研修は、集合研修が２

５３人（６回）、個別研修が１人、リモート研修が１８９人に対して

実施され、研修受講者数は４４３人。再受講研修は、集合研修が６

５人（６回）、リモート研修が６９人に対して実施され、研修受講者

数は１３４人であった（表４）。 

また、研修受講者数の増加に資する取組として、日本公認会計士

協会又は日本税理士会連合会における研修単位又は受講時間（以下

「研修単位等」という。）の認定について、受講者の同意があった場

合には、当該受講者に係る必要な情報を当委員会から各会に提供す

ることにより、当該受講者が各会に研修単位等の認定申請手続を経

ずに、認定を受けることが可能となるよう「政治資金監査に関する

研修実施要領」等を改正した。 

イ 令和６年度 

新型コロナウイルス感染症対策の平時への移行及びリモート研修

の受講状況を踏まえ、集合研修の回数を前年度の６回から４回増や

し、集合研修は１０回実施した。登録時研修における要望研修は実

施要望が無かった。個別研修については、年度を通じて実施すると
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ともに、リモート研修については、令和６年９月から令和７年１月

にかけて実施した。 

これらにより、登録時研修は、集合研修が７４人（１０回）、個別

研修が４０人、リモート研修が４７人に対して実施され、研修修了

者数は１６１人となり、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準ま

で回復した（表３）。 

フォローアップ研修については、実務向上研修は、集合研修が３

５２人（１０回）、個別研修が１１人、リモート研修が２８５人に対

して実施され、研修受講者数は６４８人。再受講研修は、集合研修

が７５人（１０回）、リモート研修が７４人に対して実施され、研修

受講者数は１４９人であった（表４）。 

また、令和５年度に導入した日本税理士会連合会又は日本公認会

計士協会における研修単位等の認定について、日本税理士会連合会

において、当委員会から同連合会への受講者報告をもって研修受講

時間への算入が可能になったことに伴い、「政治資金監査に関する研

修実施要領」等を改正した。 

なお、８月３０日に実施を予定していた福岡市での集合研修は、

台風１０号の影響により中止とし、１１月２９日に実施した。 

ウ 令和７年度 

集合研修は及び個別研修のニーズ並びにリモート研修の受講状況

を踏まえ、集合研修を前年度の１０回から１回増やし、１１回実施

した。登録時研修における要望研修は実施要望が無かった。個別研

修については、年度を通じて実施するとともに、リモート研修につ

いては、令和７年９月から令和８年１月にかけて実施した。 

これらにより、登録時研修は、令和７年６月末現在で、集合研修

が○人（○回）、個別研修が○人、リモート研修が○人に対して実施

され、研修修了者数は○人であった（表３）。 

フォローアップ研修については、実務向上研修は、集合研修が○

人（○回）、個別研修が○人、リモート研修が○人に対して実施さ

れ、研修受講者数は○人。再受講研修は、集合研修が○人（○回）、

個別研修が○人、リモート研修が○人に対して実施され、研修受講

者数は○人であった（表４）。 
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令和７年度の集合研修においては、登録政治資金監査人のニーズ

も踏まえ、改正法について説明する時間（１５分間）を設けた。な

お、当該説明時間の確保の観点から、令和４年度より導入した小テ

ストの実施を取りやめた。 

② 登録時研修及びフォローアップ研修の受講者アンケート 

ア 登録時研修の受講者アンケート 

登録時研修の内容について、令和５年度及び令和７年度では１０

０％の受講者が、令和６年度では講義１は９９．１％、講義２は９

７．１％の受講者が「理解できた」、「ある程度理解できた」と回答し

ており（表５）、「わかりやすくて適切だった」、「事例を踏まえた研修

が望ましい」といった意見があった。 

（表５）登録時研修アンケート結果 

 

イ フォローアップ研修の受講者アンケート 

令和５年度から令和７年度のフォローアップ研修の受講者アンケー

ト結果では、集合研修とリモート研修の理解度の比較について、集合

研修の受講者の半数以上が「集合研修の方が理解度が高い」と回答

し、「リモート研修の方が理解度が高い」と回答したのは１割だった

（表６）。 

一方、リモート研修においては、受講者の半数以上が「リモート研

修の方が理解度が高い」と回答し、「集合研修の方が理解度が高い」と

回答したのは１割となっており、集合研修及びリモート研修のそれぞ

れの研修が登録政治資金監査人のニーズに対応していると考えられ

る。 

また、研修の内容について、令和５年度から令和７年度において、

実務向上研修及び再受講研修のいずれも「とても参考になった」、「多

少参考になった」を合わせると、９割以上の受講者が参考になったと

回答しており（表７）、集合研修の受講者からは、「疑問点が出た場

理解 ある程度 あまり理解 理解

できた 理解できた できなかった できなかった

講義１（政治資金規正法のあらまし、
　　　　 政治資金監査に関する具体的な指針Ⅰ～III）

42.5% 57.2% 0.3% 0.0%

講義２（政治資金監査に関する具体的な指針Ⅳ以降） 38.5% 52.5% 1.0% 0.0%

年度

研修内容の理解度について

内容

令和５～７年度
の計
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合、その場ですぐに解決することができる」、「研修の回数を増やして

ほしい」といった意見があり、リモート研修の受講者からは、「監査の

ポイントがまとまっていて、わかりやすい」、「全体の流れを復習する

ことができてよかった」といった意見があった。 

（表６）研修方式に関するフォローアップ研修アンケート結果 

１．集合研修とリモート研修ではどちらの方が理解度が高いと感じるか。 

 

２．理解度が高いとする理由（複数回答） 

 

（単位：人）

年　度 内　容

実務向上研修 193 ( 73.9% ） 21 ( 8.0% ） 47 ( 18.0% ）

再受講研修 39 ( 63.9% ） 6 ( 9.8% ） 16 ( 26.2% ）

実務向上研修 27 ( 9.4% ） 151 ( 52.8% ） 108 ( 37.8% ）

再受講研修 9 ( 11.5% ） 44 ( 56.4% ） 25 ( 32.1% ）

どちらも同じ

令和５～７年度
の計

集合研修を受講した
登録政治資金監査人

リモート研修を受講した
登録政治資金監査人

令和５～７年度
の計

集合研修の方が
理解度が高い

リモート研修の方が
理解度が高い

〇集合研修を受講した登録政治資金監査人 （単位：人）

人数

令和５～７年度の計

集合研修の方が集中できる 224

集合研修の方が内容を理解しやすい 76

リモート研修では他のことに気を取られ集中で
きない

44

リモート研修はパソコンの操作が必要で煩雑 26

リモート研修の方が集中できる 22

リモート研修の方が内容を理解しやすい 13

集合研修では他のことに気を取られ集中できな
い

1

〇リモート研修を受講した登録政治資金監査人 （単位：人）

人数

令和５～７年度の計

集合研修の方が集中できる 28

集合研修の方が内容を理解しやすい 11

リモート研修では他のことに気を取られ集中で
きない

8

リモート研修はパソコンの操作が必要で煩雑 3

リモート研修の方が集中できる 158

リモート研修の方が内容を理解しやすい 135

集合研修では他のことに気を取られ集中できな
い

26

集合研修の方
が理解度が高
いと回答した

登録政治
資金監査人

リモート研修の
方が理解度が
高いと回答し
た登録政治
資金監査人

集合研修の方
が理解度が高
いと回答した

登録政治資金
監査人

リモート研修の
方が理解度が
高いと回答し
た登録政治
資金監査人

理由

理由
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（表７）研修内容に関するフォローアップ研修アンケート結果 

 
○ 実務向上研修       

年度 

研修内容について 

内容 
とても参考 多少参考 あまり参考に 

になった になった ならなかった 

令和５～７年度の計 

政治資金監査の概要・政治資金監査の流れ 73.6% 24.8% 1.6% 

政治資金監査のポイント 75.3% 24.0% 0.7% 

政治資金監査報告書の作成のポイント 74.2% 25.0% 0.8% 

政治資金監査の質の向上 72.7% 25.7% 1.7% 

演習（選択問題等） 75.1% 23.7% 1.3% 

演習（事例問題） 76.9% 22.0% 1.3% 

          

○ 再受講研修       

年度 

研修内容について 

内容 
とても参考 多少参考 あまり参考に 

になった になった ならなかった 

令和５～７年度の計 

講義１（政治資金規正法のあらまし、 

     政治資金監査に関する具体的な指針Ⅰ～Ⅲ） 
51.6% 47.0% 1.4% 

講義２（政治資金監査に関する具体的な指針Ⅳ以降） 52.0% 47.4% 0.6% 
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③ 新制度研修 

ア 経緯等 

前章に記したとおり、政治資金監査マニュアルの改定が行われ、改定

後マニュアルに基づく政治資金監査は令和９年以降に行われることと

なった。登録政治資金監査人は、それまでの間に、改定後マニュアルに

基づく政治資金監査に関する専門的知識を修得する必要性が生じたと

ころである。 

そこで、当委員会では令和７年４月に、改定後マニュアルに基づく政

治資金監査への円滑な移行のため、新たに令和９年以降に行う政治資金

監査に関する研修（以下「新制度研修」という。）の実施を決定した。 

本決定を受け、同年６月に新制度研修に係る実施要領を策定し、令和

８年度においては、当該研修を重点的に実施することとした。また、そ

の受講を促すため、従前のフォローアップ研修は実施しないこととした。 

イ 内容 

新制度研修の実施要領において、法第１９条の２７第１項に規定する

政治資金監査に関する研修（登録時研修）を修了した登録政治資金監査

人を対象に、政治資金の制度に関する専門的知識、改定後マニュアル及

びその他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識の講義を計２

時間３０分程度行うこととした。 

ウ 実施方法等 

新制度研修は、従前のフォローアップ研修と異なり、改定後マニュア

ルの知識を修得することを目的としており、全ての登録政治資金監査人

に受講機会を提供し、可能な限り多くの登録政治資金監査人の受講を目

指すために、令和８年度の研修計画において、前年度よりも集合研修の

開催回数及び開催都市を大幅に増やし、リモート研修も実施期間を大幅

に伸ばすこととした。 

 また、登録政治資金監査人が新制度研修を受講したかどうかについて

は、当委員会ホームページに掲載されている登録政治資金監査人の登録

一覧上に、「新制度研修受講の状況」欄を追加し、公表することとした。 
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○ 今後の方向性 

政治資金監査制度の安定的運用には政治資金監査に関する研修の充実が

欠かせないことから、登録政治資金監査人のニーズや利便性を考慮し、また

社会情勢の変化にも柔軟に対応しつつ、集合研修・個別研修・リモート研修

の各研修方式を実施していく必要がある。 

具体的に、リモート研修については、遠隔地を含めた全国の登録政治資金

監査人に対して受講機会を提供することができる一方、集合研修については

実際の会場で行うことから臨場感があり集中できるといった面もある。また、

個別研修については、集合研修及びリモート研修での受講の都合がつかない

場合等において、特に登録時研修の受講希望者からのニーズがある。そのた

め、いずれの方式も引き続き実施することとし、登録政治資金監査人の受講

機会が確保されるよう、各士業団体との連携の強化も図りながら、実施時期

や回数、周知方法等について検討していくことが適当である。 

また、令和８年度の研修では新制度研修を重点的に実施する必要があり、

登録政治資金監査人が、改定後マニュアルに基づく政治資金監査に関する専

門的知識を修得した上で、政治資金監査を実施できるよう、研修内容の充実

を図るとともに、各士業団体とも連携し、登録政治資金監査人に新制度研修

への受講を促す効果的な取組を行う必要がある。これに伴い、フォローアッ

プ研修は、令和８年度は実施しないこととした。 

令和９年度以降の新制度研修の実施の要否、実施の場合における集合研修

の開催規模等については、登録政治資金監査人の当該研修に係る受講状況等

を見極めた上で判断する必要がある。 

また、令和９年度以降のフォローアップ研修についても、令和９年度以降

の新制度研修の実施の有無等を踏まえ、再開の検討を行う必要がある。 

再開後のフォローアップ研修においては、改定後マニュアルに基づき行わ

れる政治資金監査において、登録政治資金監査人から寄せられた質問に的確

に対応するとともに、生じやすい誤りの事例等を集約し解説することで注意

を促すなど、改正法による変更点も含めた知識の定着を図る必要がある。 

加えて、実践的な演習問題に対する研修受講者の満足度が高いことから、

実際に政治資金監査を行っている登録政治資金監査人を招いた講義など、よ

り具体的に政治資金監査の内容をイメージしやすい研修にすることにより、

政治資金監査実務の向上を図ることが考えられる。 
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３ 登録政治資金監査人の登録について 

法では、弁護士、公認会計士又は税理士である者は当委員会が備える登録政

治資金監査人名簿に登録を受けることにより、登録政治資金監査人となること

ができるとされている（法第１９条の１８第１項）。 

これらの者は、それぞれ法律、監査及び会計並びに税務に関する国家資格を

有する専門家として、高い能力と識見を有するとともに、公共的使命を担うも

のとされている。政治資金監査は、このような職業的専門家が、その知識と経

験を生かして公正かつ誠実に行うものであり、政治資金の適正化に資する質の

高いものとすることが期待される。 

○ これまでの取組 

登録政治資金監査人の登録については、政治資金監査制度を安定的に運

用していくための登録者数の確保に向けて、政治資金監査制度の意義や登

録政治資金監査人の登録手続等について、周知・広報を行ってきた。 

特に、第６期においては、有資格者への周知・広報に注力し、関係士業

団体が主催する研修等で、これから登録政治資金監査人になろうとする公

認会計士又は税理士向けに政治資金監査制度の概要等を説明するととも

に、登録政治資金監査人への登録について積極的に働きかけた。 

これらの結果、登録政治資金監査人の登録者数は安定的に推移し、令和

７年６月末現在で５，１６９人となっている（表８）。国会議員関係政治団

体数は２，８６４団体（令和５年分の収支報告書の提出義務があるもので

解散団体を含む。以下同じ。）であり、登録者数がこれを上回っている。 

 
（表８）登録政治資金監査人の登録抹消者数を除く登録者数（累積）の推移 

 
各年度３月末現在。ただし、令和７年度は６月末現在。 
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（表９）登録政治資金監査人の都道府県別登録者数 

 （単位：人、団体）                   

 
 登録者数は、令和７年６月末現在（登録抹消者を除く。）。 

弁護士 公認会計士 税理士

北海道 136 8 24 104 143
青森県 23 5 18 23
岩手県 21 21 25
宮城県 67 6 61 35
秋田県 19 19 24
山形県 24 3 21 27
福島県 37 5 32 33
茨城県 67 1 13 53 38
栃木県 37 1 5 31 39
群馬県 52 3 12 37 30
埼玉県 236 2 38 196 140
千葉県 154 8 28 118 135
東京都 1,647 212 403 1,032 644

神奈川県 278 12 54 212 158
新潟県 54 1 5 48 48
富山県 48 3 9 36 26
石川県 59 1 8 50 17
福井県 30 3 4 23 11
山梨県 31 3 28 23
長野県 50 10 40 43
岐阜県 73 11 62 32
静岡県 101 21 80 68
愛知県 300 13 35 252 152
三重県 55 2 8 45 35
滋賀県 29 13 16 31
京都府 116 3 16 97 69
大阪府 518 40 93 385 176
兵庫県 135 5 28 102 97
奈良県 40 3 4 33 26

和歌山県 25 3 22 13
鳥取県 14 1 13 16
島根県 5 1 1 3 10
岡山県 40 1 10 29 41
広島県 80 4 9 67 57
山口県 41 1 6 34 20
徳島県 21 3 18 18
香川県 32 2 6 24 25
愛媛県 34 5 29 25
高知県 11 3 8 20
福岡県 162 5 49 108 95
佐賀県 26 7 19 19
長崎県 35 1 4 30 22
熊本県 78 8 70 27
大分県 36 2 4 30 24
宮崎県 20 4 16 20

鹿児島県 40 5 35 28
沖縄県 32 1 7 24 36
合計 5,169 339 999 3,831 2,864

士業ごとの割合 6.6% 19.1% 74.1%

事務所
所在地

登録者数
国会議員関係
政治団体数
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第６期における登録政治資金監査人の登録・抹消の状況の詳細について

は、以下のとおりである。 

① 新規登録者数及び登録抹消者数の状況（第６期累計） 

令和７年６月末時点における新規登録者数は３０７人、登録を抹消

した者（以下「登録抹消者」という。）の数は２２８人であり、第６期

における登録者の増減は７９人増となっている。また、登録者数の純

増は鈍化傾向にある（表１０、表１１）。 

登録抹消者の抹消事由は、約５割が本人からの申請（法第１９条の

２３第１項）、約５割が本人の死亡や関係士業の廃止等（法第１９条の

２３第１項第１号）によるものとなっている。また、令和７年度にお

いて、本人の死亡や関係士業の廃止等に該当した登録政治資金監査人

のうち、抹消の届出が提出されていなかった２９人について、職権抹

消を行った。 

（表 10）登録政治資金監査人の登録抹消者数（累積）の推移  

 

 
各年度３月末現在。ただし、令和７年度は６月末現在。 

 

 

 

1 7 28 57 
111 

167 
243 

338 
413 

463 
545 

665 

759 
834 

911 
991 

1,091 

1,139 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7

年度

（単位：人） 
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（表 11）登録政治資金監査人の登録純増数（新規登録者数－登録抹消者数）の推移 

 
各年度３月末現在。ただし、令和７年度は６月末現在。 

② 登録者及び登録抹消者の年代別構成 

令和７年６月末時点での登録者の年代別構成については、第５期末

（令和４年度末）時点の６１．１歳と比較して、平均年齢が１．１歳

上昇して６２．２歳となり、７０歳代以上の割合が増加している（表

１２）。 

登録抹消者の年代別構成については、約７割が７０歳代以上である

（表１３）ものの、新規登録者の年代別構成については約３割が６０

歳代以上であり（表１４）、結果として、登録政治資金監査人の高齢化

が進んでいる。 
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（表 12）登録政治資金監査人の年代別構成比の推移 

 
※１ 登録者の年齢は、各年度３月末時点の年齢により区分している。 

※２ 令和７年度は令和７年６月末現在における登録者の同月末時点の年齢。 

 

（表 13）登録抹消者の年代別構成比の推移 

 
※１ 抹消者の年齢は、各年度３月末時点の年齢により区分している。 

※２ 令和７年度は令和７年６月末現在における登録者の同月末時点の年齢。 
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（表 14）新規登録者の年代別構成比の推移 

 
※１ 登録者の年齢は、各年度３月末時点の年齢により区分している。 

※２ 令和７年度は令和７年６月末現在における登録者の同月末時点の年齢。 

 

③ 関係士業団体と協力した周知・広報の取組 

関係士業団体の依頼により、当該団体が主催する研修等において、

政治資金監査制度の概要、政治資金監査のポイント等について、説明

を行ってきた。 

第６期においては、登録政治資金監査人の安定的確保を図る観点か

ら、当該研修の内容を見直し、対象をこれから登録政治資金監査人に

なろうとする公認会計士又は税理士向けとして、政治資金監査制度の

概要等を説明するとともに、登録政治資金監査人への登録について積

極的に働きかけた（表１５）。 

この結果、令和６年度登録時研修の受講者アンケートにおいて、登

録政治資金監査人になろうと思ったきっかけの理由として「関係士業

団体の研修で政治資金監査制度に興味を持ったから」といった回答が

あった。 
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（表 15）関係士業団体主催の研修における政治資金監査制度の講義の受講者の推移 

 （単位：人）※４ 

年度※１ 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

研修方式 研修方式 研修方式 

集合 ライブ 
アーカ

イブ 
計 集合 ライブ 

アーカ

イブ 
計 集合 ライブ 

アーカ

イブ 
計 

日本公認会計士 

協会※２ 

36 

(2) 

106 

(12) 

518 

(43) 

660 

(57) 

77 

(2) 

197 

(20) 

432 

(0) 

706 

(22) 
    

日本税理士会 

連合会※３ 
― ― 

543 

(75) 

543 

(75) 
― ― 

604 

(80) 

604 

(80) 
    

※１ 令和５年度は令和６年３月末現在、令和６年度は令和７年３月末現在、令和７年度は令和８年○月末現在。 

※２ 日本公認会計士協会が主催する研修のうち、「集合」とは日本公認会計士協会が定める日時及び会場において、研修

受講者を集めて実施するもの、「ライブ」とは遠隔地から PC等を用いてリアルタイムで集合研修を受講するもの、

「アーカイブ」は録画した集合研修を PC 等を用いて受講するもの。 

※３ 日本税理士会連合会が主催するアーカイブによる研修は、収録した研修を同連合会のシステム内で配信する方法で実

施するもの。 

※４ 括弧内は、うち登録政治資金監査人の数。 

 

○ 今後の方向性 

政治資金監査制度を安定的に運用していくために必要な登録政治資金監

査人数は確保できているものの、登録政治資金監査人の平均年齢が上昇し

ていることや、登録政治資金監査人の登録者数の増加が鈍化傾向にあるこ

と等を踏まえると、今後、登録政治資金監査人の高齢化が進むとともに登

録者数が減少傾向に転じるおそれがあることから、登録政治資金監査人の

新規登録者を増やす取組を図っていくことが必要である。 

そのためには、関係士業団体主催の研修において、登録政治資金監査人

ではない公認会計士及び税理士の受講者が増えていることも踏まえ、関係

士業団体とも協力し、様々な機会において、登録政治資金監査人制度につ

いて積極的な周知・広報を行っていく必要がある。 
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４ 政治資金監査の質の向上について 

法において、当委員会は登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な

実施について必要な指導及び助言を行うこととされている（法第１９条の３０

第１項第５号）。そこで、当委員会では、第１章で述べたとおり、これまでも政

治資金監査の質の確保を図るための取組として、登録政治資金監査人等から寄

せられる質疑等に対して逐次対応するとともに、政治資金監査マニュアルを補

完するものとして当委員会の見解や「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」を公表し

周知を図るなど、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を

行ってきたところである。 

これらに加え、政治資金監査の更なる質の向上を図るための具体的な取組と

して、①従来行ってきた登録政治資金監査人に対する研修等に係る内容の充実

や参加の促進に加え、②当委員会から個別の登録政治資金監査人に対する指

導・助言を行う枠組みを設け、平成２６年分の収支報告書（定期分）に係る政

治資金監査からこの個別の指導・助言の取組を実施してきた。具体的な内容

は、以下のとおりである。 

○ これまでの取組 

① 取組の概要 

ア 経緯 

第２期取りまとめにおいて、政治資金監査マニュアルに定められた

記載例から逸脱した政治資金監査報告書や、本来政治資金監査の過程

で指摘されるべき収支報告書の誤記等に関して、該当のあった登録政

治資金監査人に対して個別に指導・助言を行うとの枠組みが示され

た。 

これを受けて、平成２６年分の収支報告書（定期分）に係る政治資

金監査から、都道府県選挙管理委員会及び総務省（以下「都道府県選

管等」という。）に対して、政治資金監査報告書の記載状況等について

確認・報告等を求め、当該確認・報告等に基づき、該当のあった登録

政治資金監査人に対して個別の指導・助言を行うこととした。 
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イ 個別の指導・助言の取組の概要 

＜登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の枠組み（イメージ）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都道府県選管等に報告を求める範囲、個別の指導・助言の対象等に

ついては、以下のとおりである。 
 

 

都道府県選管等に 

報告を求める範囲 
指導・助言の対象 

確認項目 

（該当した

ら必ず報告

することを

都道府県選

管等に求め

たもの） 

ア 政治資金監査報告書の基

本的な構成に係るもの 

形式審査の過程において誤りの

指摘がなされたにもかかわらず補

正されなかったもの 
平成２６年分から 

該当するものは全て対象とした。 
イ 収支報告書（支出に係る

分に限る。）上に金額の不整

合があるもの 

最初の受付時点で該当するもの 

確認項目

以外 

（任意 

報告） 

ウ 個別の指導・助言が必要

と都道府県選管等が考える

もの 

平成２７年分から 

当委員会において個別に対応を判断。 

【これまでに対象とした例】 

・都道府県選管の最初の受付時に収支報告書の金額と領

収書等の写し（領収書等を徴し難かった支出の明細書

及び振込明細書の写しを含む。以下同じ。）の金額とで

不整合があった。 

・都道府県選管の最初の受付時に収支報告書の年月日と

領収書等の写しの年月日とで不整合があった。（領収書

等の写しの「年」の記載誤り） 

・同一の登録政治資金監査人について、２か年連続で同

一又は異なる事例の報告があった。 

・同一の登録政治資金監査人について、複数事例の報告

があった。  

など 

登録政治資金監査人 会計責任者 

総務省・ 
都道府県選挙管理委員会 

政治資金適正化 
委員会 

⑤個別の指導・助言 

②政治資金監査報告書
の作成 

③収支報告書に併せて 
政治資金監査報告書 
の提出 

④確認項目に該当する 
政治資金監査報告書等 
の報告 

①政治資金監査報告
書等の確認項目を
提示 
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② 個別の指導・助言の実施（第６期）

ア 令和４～６年分の収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象

とした個別の指導・助言の実施

都道府県選管等からの報告のうち、政治資金監査の際に指摘される

べき収支報告書上の金額の不整合（計算誤り、表間不突合等）がある

ものや、政治資金監査を適確に実施していないことが明らかであると

考えられ、政治資金監査制度への国民の信頼に影響を及ぼしかねない

と認められるもの等について、関係する登録政治資金監査人に対し、

当委員会から文書により個別の指導・助言を実施した。 

第６期の本取組において、個別の指導・助言の対象とした登録政治

資金監査人の人数は、令和４年分は４４人、令和５年分は２７人、令

和６年分は○○人となった。そして、誤りのある政治資金監査報告書

又は収支報告書の件数は、令和４年分は５１件、令和５年分は３１

件、令和６年分は○○件となった（表１６）。 

（表 16）個別の指導・助言の対象の内訳 

個別の指導・助言の対象としたもの 

個別の指導・助言の対象

とした登録政治資金監査

人の人数 

（参考） 

誤りのある政治資金監査報告

書又は収支報告書の件数 

令
和
４
年
分

ア 政治資金監査報告書に係るもの ８人 １１件（0.4％） 

イ 収支報告書（支出に係る分に限る。）に係るもの ３９人 ４１件（1.6％） 

計（延べ数） ４７人 ５２件 

純計 ４４人 ５１件（2.0％） 

令
和
５
年
分

ア 政治資金監査報告書に係るもの ３人  ６件（0.2％） 

イ 収支報告書（支出に係る分に限る。）に係るもの ２４人 ２５件（0.9％） 

計（延べ数） ２７人 ３１件 

純計 ２７人 ３１件（1.1％） 

令
和
６
年
分

ア 政治資金監査報告書に係るもの

イ 収支報告書（支出に係る分に限る。）に係るもの

計（延べ数） 

純計 

比率については、次の算式により算出。 

誤りのある政治資金監査報告書又は収支報告書の件数 

国会議員関係政治団体の各年における収支報告書（定期分）の件数 

（令和４年分は２，６１２件、令和５年分は２，７１５件、令和６年分は○件。） 
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誤りのある政治資金監査報告書又は収支報告書の件数は、全体から

見れば１～２％程度であり、個別の指導・助言の対象となった登録政

治資金監査人の人数も総数から見ればわずかである。 

また、誤りの内容は、単純な記載誤りや、収支報告書と領収書等の

写しの記載事項が整合的でなかったなど、政治資金監査の実施に際

し、政治資金監査チェックリスト及び政治資金監査報告書チェックリ

ストを活用するなどにより防ぐことができたと考えられるものが多

かった。 

こうしたことから、個別の指導・助言の対象となった登録政治資金

監査人に対しては、両チェックリストの有効性を強調し、再発防止の

徹底を呼びかけるとともにフォローアップ研修への積極的な受講の呼

びかけを行った。 

また、令和６年度から、対象者のもとに当該文書が到達した後に、

当該文書を受領した旨を当委員会に連絡する手続を追加し、対象者が

当該文書を必ず確認するための工夫を行った。 

イ 全ての登録政治資金監査人に対する本取組の周知 

全ての登録政治資金監査人に対して、本取組の結果及び政治資金監

査において生じやすい誤りの事例等についてとりまとめた「政治資金

監査の質の向上に係る取組について」（以下「質の向上通知」とい

う。）を発出し、周知した。 

また、政治資金監査実務に関するフォローアップ研修資料（実務向

上研修）にも質の向上通知を掲載し、研修受講者に重点的に説明し

た。 

ウ 関係士業団体・都道府県選管に対する本取組の周知 

本取組の結果等については、関係士業団体に対して会員である登録

政治資金監査人への周知について協力を依頼するとともに、都道府県

選管に対しても同様の情報提供を行った。 

③ 今後の個別の指導・助言のあり方に係る具体的手法の決定 

第５期取りまとめにおいて、個別の指導・助言の対象者数の減少に資

するため、「登録政治資金監査人の業務に対する意識喚起」、「登録政治資

金監査人の誤り軽減に資する仕組みの検討」及び「都道府県選挙管理委

30



員会の報告事務フローの改善」の３点に取り組むこととされたことを踏

まえ、第６期において検討を行い、以下のとおり決定し、実施した。 

ア 登録政治資金監査人の業務に対する注意喚起について 

・ 「政治資金監査マニュアル（令和９年１月改定版）」、「令和７年

度政治資金監査実務に関するフォローアップ研修資料（実務向上

研修）」及び令和７年度に発出した「質の向上通知」において、

「政治資金監査の適確な実施に疑義が生じるような収支報告書や

政治資金監査報告書の記載誤り等があると、収支報告の適正の確

保と透明性の向上を図るという政治資金監査制度への信頼を損な

うことから、登録政治資金監査人は、適確に政治資金監査を行わ

なければならない」旨を追加した。 

・ 令和６年度及び７年度の個別の指導・助言において、「政治資金

監査に関する具体的な指針に沿った政治資金監査の適確な実施に

疑義が生じるような収支報告書や政治資金監査報告書の記載誤り

等は、国民の批判を受けるとともに、政治資金に対する国民の不

信が増大することとなる」旨及び「政治資金監査報告書は、登録

政治資金監査人の氏名が自署され、収支報告書とともに公開され

ることから、国民の批判や不信が登録政治資金監査人にも及ぶこ

ととなる」旨を追加した。 

イ 登録政治資金監査人の誤り軽減に資する仕組みの検討について 

・ 当委員会のホームページにおける「政治資金監査マニュアル

（政治資金監査に関する具体的な指針）」、「政治資金監査チェック

リスト」、「政治資金監査報告書の記載例・チェックリスト」、「政

治資金監査に関するＱ＆Ａ」、「政治資金適正化委員会による見解

一覧」及び「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」の計６つ

のページを「政治資金監査実務に関する各種資料・様式」の１つ

のページにまとめた。 

・ 当委員会のホームページに、「政治資金規正法第１２条第 1項に

基づく収支報告書（定期分）」及び「政治資金規正法第１７条第 1

項に基づく収支報告書（解散分）」に係る４種類ずつの計８種類の

Word形式による政治資金監査報告書記載例のひな形を掲載した。 

  また、当該ひな形ごとの政治資金監査報告書チェックリスト・

政治資金監査報告書記載例対照表を掲載した。 
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・ 登録時研修及びフォローアップ研修や質の向上通知を発出する

際等、あらゆる機会を捉えて、登録政治資金監査人に対して当委

員会ホームページの活用を呼びかけた。 

ウ 都道府県選挙管理委員会の報告事務フローの改善について 

・ 令和６年度の個別の指導・助言のための都道府県選管等への報

告依頼から、確認項目以外の報告事項（都道府県選挙管理委員会

の任意報告）の取扱いについて、報告事務要領に例示されていた

個別の指導・助言に至ったことがある事例を集約するなど、報告

基準等の明確化を図り、報告事務要領を改定した。 

・ 令和７年度の個別の指導・助言のための都道府県選管等への報

告依頼から、都道府県選管等における確認・報告事務の効率化を

図るため、報告事務要領及び報告様式を大幅に改定した。 

○ 今後の方向性 

これまで当委員会では、本取組を通じて政治資金監査において生じやす

い誤りの事例を幅広く収集し、全ての登録政治資金監査人に対して周知し

てきた結果、近年、国会議員関係政治団体の収支報告書（定期分）の件数

に占める個別の指導・助言の対象となった政治資金監査報告書又は収支報

告書の件数の割合は１～２％台と低位で推移している。 

これらのことから、本取組は、政治資金監査の質の向上を図るという一

定の目的を達成したものと考えられる。 

また、改正法の施行により、政治資金監査において確認する事項として

「残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告

書に表示されていること」が追加されることになる。 

さらに、収支報告書等のオンライン提出が義務化されたことで、個別の

指導・助言の大半を占めていた収支報告書上の金額の不整合は、「会計帳

簿・収支報告書等作成ソフト」のエラーチェック機能等により確認される

ことになる。 

これらのことから、令和８年分以降の収支報告書に係る政治資金監査に

おける個別の指導・助言の取組のあり方は、改正法の施行状況等を踏まえ

た上で検討すべきであると考えられる。 

加えて、令和７年分の収支報告書（定期分）に係る本取組については、

改正法の施行への対応が本格化することから、都道府県選挙管理委員会の

事務負担を考慮する必要もあると考えられる。 
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以上を踏まえ、個別の指導・助言の取組は、第６期政治資金適正化委員

会の最終年度（令和７年度）で審議を行う令和６年分の収支報告書（定期

分）に係る取組をもって当面は休止し、令和８年度から始まる第７期政治

資金適正化委員会において、政治資金監査の質の確保を図るために新制度

研修を重点的に実施し、個別の指導・助言の取組を含む政治資金監査の質

の向上のあり方については、当該研修等で寄せられる意見や改正法の施行

状況等を踏まえ、新たに検討を行うこととするのが適当である。
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参考資料 



政治資金適正化委員会開催状況 
 

政治資金適正化委員会は、令和５年４月からの第６期において、令和７年１２月末までに

１４回の委員会を開催し、政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）

の改定、フォローアップ研修の内容の充実や参加の促進、登録政治資金監査人に対する個別

の指導・助言等について、引き続き検討を行ってきた。 

主な審議事項等は、以下のとおりである。 

 

【令和５年度】 

回 月 日 主な審議事項等 

１ ４月１７日 ・令和５年度政治資金適正化委員会の主な審議事項（案）について 

２  ８月２５日 ・令和４年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とした 

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言等について 

３ １２月１３日 ・令和６年度研修実施計画等について 

・令和４年分政治資金収支報告の概要（総務大臣届出分）について 

４ ２月２８日 ・令和４年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とした 

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言について 

・令和５年度研修実施計画の追加について 

・政治資金監査に関する研修実施要領及び政治資金監査実務に関する 

フォローアップ研修実施要領の改正について 

・令和６年度集合研修について 

・政治資金監査に関するＱ＆Ａの追加について 

 

【令和６年度】 

回 月 日 主な審議事項等 

１  ５月２１日 ・令和６年度政治資金適正化委員会の主な審議事項（案）について 

・政治資金監査に関する研修実施要領及び政治資金監査実務に関する 

フォローアップ研修実施要領の改正について 

・今後の個別の指導・助言のあり方に係る具体的手法について 

・政治資金監査に関するＱ＆Ａの追加について 

・フォローアップ研修参加申込者からの質問等について 

・令和５年度フォローアップ研修参加者アンケート結果について 

２  ７月２６日 ・政治資金規正法の改正について 

３ ９月 ９日 ・政治資金監査マニュアルの改定について 

・令和５年分収支報告書に係る政治資金監査報告書に関する照会に 

ついて 

４ １１月 ５日 ・政治資金監査マニュアルの改定について 

参考資料１ 
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５ １２月１８日 ・令和７年度研修実施計画等について 

・令和５年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とした 

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言等について 

・令和５年分政治資金収支報告の概要（総務大臣届出分）について 

６  ３月 ６日 ・令和５年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査報告書に関す 

る調査結果について 

・令和５年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とした 

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言について 

・令和７年度集合研修について 

・政治資金監査に関する研修実施要領及び政治資金監査実務に関する 

フォローアップ研修実施要領の改正について 

 

【令和７年度】 

回 月 日 主な審議事項等 

１  ４月２３日 ・令和７年度政治資金適正化委員会の主な審議事項（案）について 

・政治資金監査マニュアルの改定について 

・令和８年度研修実施計画の策定に向けた方向性について 

・政治資金適正化委員会における取組及び検討状況についての取りま 

とめ（第６期）の構成案等について 

２ ６月３０日 ・政治資金規正法施行令・施行規則等の改正（案）について 

・政治資金監査に関する研修テキストの改定について 

・新制度研修実施要領の策定について 

３ ９月１６日 ・政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の

改定について 

・政治資金監査に関する研修テキストの改定について 

・今後の個別の指導・助言のあり方に係る具体的手法について 

・政治資金適正化委員会における取組及び検討状況についての取りま

とめ（第６期）の検討について 

・令和６年度登録時研修及びフォローアップ研修受講者アンケート結

果について 

４ １２月１８日 ・政治資金監査に関する研修テキストの改定について 

・政治資金監査に関するＱ＆Ａの改定について 

・政治資金適正化委員会における取組及び検討状況についての取りま

とめ（第６期）について 

・登録政治資金監査人の登録者数及び研修について 

・令和６年分政治資金収支報告の概要（総務大臣届出分）について 
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対
象
と
な
る
国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
と
の
間
に
密
接
な
身
分
関
係
を
有
す
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
つ
い
て
は
、
政
治
資

金
規
正
法
に
お
い
て
業
務
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
 

法
令

番
号
の

追
記
 

表
現

の
整
理
 

政
治

資
金
規

正
法
の

一
部

を
改

正
す
る

法
律
（

令
和
６

年
法

律
第
６

４
号
）
の

改
正

内
容
（

以
下

本
欄
に

お
い
て

「
法

改
正
内

容
」
と

い
う

。）

の
反

映
 

表
現

の
整
理
 

参考資料２
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1
0
.
政
治
資
金
監
査
は
、
会
計
事
務
に
対
し
て
外
形
的
・
定
型
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

・
政
治

資
金
監

査
は

、
政

治
資

金
規

正
法

及
び

政
治

資
金
監

査
に
関

す
る

具
体

的
な
指

針
（
以

下

「
政

治
資

金
監
査

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
と

い
う
。
）
に

基
づ

き
、
国

会
議
員

関
係

政
治

団
体
が

管
理

す

べ
き
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
が
保
存
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
ら
の
書
面
の
記
載
が
整
合

的
か
ど
う
か
を
外
形
的
・
定
型
的
に
確
認
す
る
業
務
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
資
金
監
査
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
の
政
治
活
動
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
資
金
の
使
途
の
妥
当
性
を
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。

・
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
第
三
者
に
対
す
る
調
査
や
資
料
要
求
を
行
う
権
限
を
付
与
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
会
計
責

任
者
の
責
任
に
お
い
て
作
成
、
提
出
さ
れ
た
資
料
及
び
会

計
責
任
者

の
説
明
に
基
づ
き
、
支
出
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
政

治
資
金
監

査
の
適
正
さ
を
確
保
す
る
た
め
、
政
治
資
金
監
査
は
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

事
務
所
に

お
い
て
行
い
、
収
支
報
告
書

及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
は
現
物
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

1
0
.
政
治
資
金
監
査
は
、
会
計
事
務
に
対
し
て
外
形
的
・
定
型
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

・
（
略
）

・
登
録
政
治
資
金
監
査

人
は
、
第
三
者
に
対
す
る
調
査
や
資
料
要
求
を
行
う
権
限
を
付
与
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
会
計
責
任
者
の
責
任
に
お
い
て
作
成
、
提
出
さ
れ
た
資
料
及
び
会

計
責
任
者
の
説
明
に
基
づ
き
、
支
出
及
び
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
こ
の
場
合
、
政
治

資
金
監
査
の
適
正
さ
を
確
保
す
る
た
め
、
政
治
資
金
監
査
は
当
該
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
の
事
務
所
に
お
い
て
行
い
、
収
支
報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
は

現
物
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
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旧
新

改
定

の
概

要
 

Ⅱ
．
登
録
政

治
資

金
監

査
人
 

１
．
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
資
格
 

（
１
）
資
格

2
.

登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
申
請
書
を
、
弁
護
士
、
公
認
会

計
士
又
は
税
理
士
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
政
治
資
金

適
正

化
委

員
会
に

提
出

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
（

法
第

１
９
条

の
２
０

第
１

項
）
。

な
お

、
登
録

の

際
に
は
、
登
録
免
許
税
法
に
規
定
さ
れ
た
税
額
に
よ
り
登
録
免
許
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２
）
業
務
制
限

6
.

登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
登
録
政
治
資
金

監

査
人
は
、
当

該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
法
第
１
９

条
の
１
３
第
５
項
）
。
 

①
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者
又
は
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
若
し
く

は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
（
以
下
「
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
等
」
と
い
う
。
）
 

②
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
等
の
配
偶
者

③
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者

④
２
号
団
体
に
あ
っ
て
は
、
当
該
団
体
が
推
薦
し
、
若
し
く
は
支
持
す
る
国
会
議
員
に
係
る
公

職

の
候
補
者
（
現
に
国
会
議
員
の
職
に
あ

る
者
及
び
国
会
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
に
な
ろ
う
と

す
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
そ
の
配
偶
者
 

（
新
設
）
 

⑤
政

治
資

金
監

査
対

象
年

の
最

初
の

日
か

ら
政

治
資

金
監

査
の

最
初

の
日

の
前

日
ま

で
の

期
間

内
に
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
等
で
あ
っ
た
者
 

7
.

業
務
制
限
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
は
、
政
治
資
金
監
査
の
外
部
性
の
確
保
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
登
録

政
治
資
金
監
査
人
は
、
政
治
資
金
監
査
を
行
う
時
期
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
資
金
監
査
契
約
を
締
結

し
た
日
か
ら
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
日
付
ま
で
の
期
間
は
、
上
記
６
．
①
か
ら
④
ま
で
の
業
務
制

限
に
該
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

Ⅱ
．
登
録
政
治
資
金
監
査
人

 

１
．
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
資
格
 

（
１
）
資
格

2
.

登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
申
請
書
を
、
弁
護
士
、
公
認
会

計
士
又
は
税
理
士
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
政
治
資
金

適
正

化
委

員
会

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
法

第
１

９
条

の
２

０
第

１
項

）
。

な
お

、
登

録
の

際
に
は
、
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
４
２
年
法
律
第
３
５
号
）
に
規
定
さ
れ
た
税
額
に
よ
り
登
録
免
許

税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２
）
業
務
制
限

6
.

登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
登
録
政
治
資
金
監

査
人
は
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
法
第
１
９

条
の
１
３
第
５
項
）
。
 

①
～
③
 
（
略
）

④
法
第
１
９
条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
２
号
団
体
）
に
あ
っ
て

は
、
当
該
団
体
が
推
薦
し
、
若
し
く
は
支
持
す
る
国
会
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
（
現
に
国
会

議
員
の
職
に
あ
る
者
及
び
国
会
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
そ
の
配
偶
者
 

⑤
法
第
１
９
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
３
号
団
体
）
に
あ
っ
て

は
、
当
該
団
体
を
主
宰
す
る
国
会
議
員
若
し
く
は
当
該
団
体
の
主
要
な
構
成
員
で
あ
る
国
会
議
員

（
以
下
「
３
号
団
体
関
係
国
会
議
員
」
と
い
う
。
）
又
は
３
号
団
体
関
係
国
会
議
員
の
配
偶
者
 

⑥
（
略
）

7
.

業
務
制
限
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
は
、
政
治
資
金
監
査
の
外
部
性
の
確
保
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
登
録

政
治
資
金
監
査
人
は
、
政
治
資
金
監
査
を
行
う
時
期
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
資
金
監
査
契
約
を
締
結

し
た
日
か
ら
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
日
付
ま
で
の
期
間
は
、
上
記

6
．
①
か
ら
⑤
ま
で
の
業
務
制

限
に
該
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

法
令

番
号
の

追
記
 

表
現

の
整
理
 

法
改

正
内
容
の

反
映
 

表
現

の
整
理

及
び
法

改
正
内

容
の

反
映
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ま
た
、
自
ら
作
成
・
徴
取
し
た
収
支
報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
（
当
該
収
支
報
告

書

に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
及
び
振

込
明

細
書

を
い
う

。
以

下
同

じ
。
）

に
つ
い

て
自

ら
政

治
資
金

監
査
を

行
う

こ
と

に
な
る

た
め
、

上

記
６
．
⑤
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

な
お
、
政

治
資
金
監
査
を
行
っ
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
氏
名
は
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書

に

お
い
て
明
ら
か
と
な
る
。
 

２
．
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
職
務
 

8
.

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
に

つ

い
て
政
治
資
金
監
査
を
行
う
（
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
）
。
 

・
会
計
帳
簿
、
明
細
書

、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
及
び
振

込

明
細
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

・
会
計
帳
簿
に
は
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
支
出
の
状
況
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い

る
こ
と
。

・
収
支
報
告
書
は
、
会

計
帳
簿
、
明
細

書
、
領
収

書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明

細
書
等
及
び
振
込
明
細
書
に
基
づ
い
て
支
出
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

・
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
は
、
会
計
帳
簿
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

（
新
設
）
 

1
0
.
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
職
務
は
、
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
作
成
し
た
収
支

報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
法
及
び
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き

政
治
資
金
監
査
を
行
い
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
収
支

報
告

書
及

び
会

計
帳

簿
等

の
関

係
書

類
の

作
成

責
任

及
び

政
治

資
金

監
査

報
告

書
を

収
支

報
告

書

に
併
せ
て
提
出
す
る
義
務
を
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
負
う
も
の
で
は
な
い
。
 

３
．
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
責
任
 

1
1
.
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
法
に
お
い
て
以
下
の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

・
登
録
政
治
資
金
監
査
人
又
は
登
録
政
治
資
金
監
査
人
で
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、

政
治

資
金

監
査

の
業

務
に

関
し

て
知

り
得

た
秘

密
を

漏
ら

し
て

は
な

ら
な

い
（

法
第

１
９

条
の

 

２
８

第
１

項
）
。

ま
た

、
登

録
政

治
資

金
監

査
人

の
使

用
人

そ
の

他
の

従
業

者
又

は
こ

れ
ら

の
者

で
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
政
治
資
金
監
査
の
業
務
を
補
助
し
た
こ
と
に
つ
い
て

知

り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
（
法
第
１
９
条
の
２
８
第
２
項
）
。
 

ま
た
、
自
ら
作
成
・
徴
取
し
た
収
支
報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
（
当
該
収
支
報
告
書

に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細

書
、
領
収
書
等
、
領
収
書

等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
、
振
込

明
細

書
、

残
高

確
認

書
及

び
差

額
説

明
書

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
つ

い
て

自
ら

政
治

資
金

監
査

を
行
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
上
記

6
．
⑥
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
 

な
お
、
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
氏
名
は
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
に

お
い
て
明
ら
か
と
な
る
。
 

２
．
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
職
務
 

8
.

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
政
治
資
金
監
査
を
行
う
（
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
）
。
 

・
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
、
振
込
明

細
書
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

・
（
略
）

・
（
略
）

・
（
略
）

・
収
支
報
告
書
は
、
残

高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
に
基
づ
い
て
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
が
表

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

1
0
.
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
職
務
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
作
成
し
た
収
支

報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
法
及
び
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き

政
治
資
金
監
査
を
行
い
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
収
支

報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
を
作
成
す
る
義
務
、
収
支
報
告
書
が
法
に
従
っ
て
作
成
さ
れ

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
代

表
者

に
対

し
説

明
す

る
義

務
及

び
政

治
資

金
監

査
報

告
書

を
収

支
報

告

書
に
併
せ
て
提
出
す
る
義
務
を
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
負
う
も
の
で
は
な
い
。
 

３
．
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
責
任
 

1
1
.
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
法
に
お
い
て
以
下
の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。

・
（
略
）

法
改

正
内
容

の
反
映
 

表
現

の
整
理
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

表
現

の
整
理

及
び
法

改
正
内

容
の

反
映
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・
法

第
１

９
条

の
２

８
の

規
定

に
違

反
し

て
秘

密
を

漏
ら

し
た

者
は

、
１

年
以

下
の

懲
役

又
は

５
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
法
第
２
６
条
の
７
）
。
 

・
政
治
資
金
監
査
報
告
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
は
、
３
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る

（
法
第
２
６
条
の
６
）
。
 

1
2
.
な
お
、
各
士
業
法
に
お
い
て
も
、
以
下
の
と
お
り
責
任
の
定
め
が
あ
る
。

・
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
政
治
資
金
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
又
は
税

理
士
と
し
て
の
信
用
を
傷
つ
け
、
品
位
を
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
弁
護
士
法
、

公
認
会
計
士
法
又
は
税
理
士
法
上
の
信
用
失
墜
行
為
と
し
て
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
り
得
る
（

弁

護
士
法
第
５
６
条
第
１
項
・
公
認
会
計
士
法
第
２
６
条
・
税
理
士
法
第
３
７
条
）
。
 

・
法
第
１
９
条
の
２
８

の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
１
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

５
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
法
第
２
６
条
の
７
）
。
 

・
（
略
）

1
2
.
な
お
、
各
士
業
法
に
お
い
て
も
、
以
下
の
と
お
り
責
任
の
定
め
が
あ
る
。

・
登
録
政
治
資
金
監
査

人
が
政
治
資
金
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
又
は
税

理
士
と
し
て
の
信
用
を
傷
つ
け
、
品
位
を
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
弁
護
士
法
（
昭

和
２

４
年

法
律

第
２

０
５

号
）
、

公
認

会
計

士
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

０
３

号
）

又
は

税
理

士
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
３
７
号
）
上
の
信
用
失
墜
行
為
と
し
て
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
り

得
る
（
弁
護
士
法
第
５
６
条
第
１
項
・
公
認
会
計
士
法
第
２
６
条
・
税
理
士
法
第
３
７
条
）
。
 

刑
法

等
の
一

部
を
改

正
す
る

法
律

の
施
行

に
伴
う

関
係
法

律
の

整
理
等

に
関
す

る
法
律

（
令

和
４
年

法
律
第

６
８

号
）
の

改
正

内
容
の

反
映
（
令

和
７

年
６
月

１
日
施

行
）
 

法
令

番
号
の

追
記
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旧
新

改
定

の
概

要
 

Ⅲ
．
国
会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

１
．
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
定
義
 

1
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
は
、
以
下
に
掲
げ
る
政
治
団
体
（
政
党
本
部
、
み
な
し
１
号
団
体
に

該
当

す
る

政
党

支
部

以
外
の

政
党

支
部
、

派
閥

・
政
策

研
究

団
体
及

び
政

治
資
金

団
体

を
除

く
。
）

を
い
う
。
 

【
１
号
団
体
】
 

国
会
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
が
代
表
者
で
あ
る
資
金
管
理
団
体
そ
の
他
の
政
治
団
体
（
法

第
１
９
条
の
７
第
１
項
第
１
号
）
 

【
２
号
団
体
】
 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
４
１
条
の
１
８
第
１
項
第
４
号
に
該
当

す
る
政
治
団
体
（
い
わ
ゆ

る
寄
附
金
控
除
制
度
の
適
用
を
受
け
る
団
体
）
の
う
ち
、
特
定
の
国
会

議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
を
推
薦
し
、
又
は
支
持

す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
政
治
団
体

（
法
第
１
９
条
の
７
第
１
項
第
２
号
）
 

（
新
設
）
 

【
み
な
し
１
号
団
体
】
 

政
党
支
部
で
あ
っ
て
、
国

会
議
員
に
係
る
選
挙
区
の
区
域
又
は
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
を
単
位

と
し

て
設

け
ら

れ
る

も
の

の
う

ち
、

国
会

議
員

に
係

る
公

職
の

候
補

者
が

代
表

者
で

あ
る

も
の

（
法
第
１
９
条
の
７
第
２
項
）
 

（
新
設
）
 

Ⅲ
．
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

 

１
．
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
定
義
 

1
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
は
、
以
下
に
掲
げ
る
政
治
団
体
（
政
党
本
部
、
み
な
し
１
号
団
体
に

該
当
す
る
政
党
支
部
以
外
の
政
党
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
を
除
く
。
）
を
い
う
。
 

【
１
号
団
体
】
 

（
略
）
 

【
２
号
団
体
】
 

（
略
）
 

【
３
号
団
体
】
 

法
第
５
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
団
体
（
政
治
上
の
主
義
又
は
施
策
を
研
究
す
る
目
的
を
有

す
る

団
体

で
、

国
会

議
員

が
主

宰
す

る
も

の
又

は
そ

の
主

要
な

構
成

員
が

国
会

議
員

で
あ

る
も

の
）
（
い
わ
ゆ
る
派
閥
・
政
策
研
究
団
体
）
（
法
第
１
９
条
の
７
第
１
項
第
３
号
）
 

【
み
な
し
１
号
団
体
】
 

（
略
）
 

2
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
政
党
本
部
、
み
な
し
１
号
団
体
に
該
当
す
る
政
党

支
部

以
外

の
政

党
支

部
及
び

政
治

資
金
団

体
を

除
く
。
）

の
う

ち
、

各
年

中
に
お

い
て

以
下
の

い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
寄
附
の
金
額
が
１
，
０
０
０
万
円
以
上
と
な
っ
た
政
治
団
体
は
、
そ
の
年
及
び
そ

の
翌
年
に
お
い
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

の
特

例
に

係
る

規
定

（
こ

れ
に

係
る

罰
則

を
含

む
。
）

が
適

用
さ
れ

る
（

法
第
１

９
条

の
１
６

の
３

第
１
項
）
。
 

①
同

一
の
国

会
議

員
関
係

政
治

団
体

（
３

号
団
体
を

除
く

。
）
か

ら
受

け
た
寄

附
の

金
額
（

数
回

に
わ
た
っ
て
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
合
計
金
額
。
②

に
お
い
て
同
じ
。
）（

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
に

係
る

公
職

の
候

補
者

が
同

一
の

者
で

あ
る

２
以

上
の

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

か
ら

受
け

た
寄
附
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
）
 

②
同
一
の
３
号
団
体
か
ら
受
け
た
寄
附
の
金
額

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
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（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

２
．
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
の
責
務
 

2.
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
に
は
、
主
に
、
以
下
に
掲
げ
る
責
務
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
。
 

・
会
計
帳

簿
を
備
え
、
こ
れ
に
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
す
べ
て
の
収
入
、
支
出
及

び
金
銭
等
の
運
用
に
つ
い
て
、
所
定
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
（
法
第
９
条
第
１
項
）
。
 

・
す
べ
て

の
支
出
に
つ
い
て
、
当
該
支

出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
領
収
書
そ
の

他
の

支
出

を
証
す

べ
き

書
面

（
以

下
「

領
収

書
等

」
と

い
う

。
）

を
徴

す
こ

と
（

法
第

１
１

条
第

１
項
・
第
１
９
条
の
９
）
。
 

・
毎
年
１
２
月
３
１
日
現
在
で
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収
入
、

支
出
等
を
記
載
し
た
収
支
報
告
書
を
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
提
出
す

る
こ
と
（
法
第
１
２
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
１
０
）
。

・
会
計
帳
簿
、
明
細
書

、
領
収
書
等
、
振
込
明
細

書
及
び
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明

細
書
等
を
、
こ
れ
ら
に
係
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
３
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
保
存
す
る
こ
と
（
法
第
１
６
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
１
１
第
２
項
）
。
 

・
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
が
行
っ
た
支
出
の
う
ち
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明

２
．
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
金
銭
の
保
管
 

3
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
は
、
そ
の
有
す
る
金
銭
に
つ
い
て
は
、
国
債
証
券
等
又
は
金
銭
信
託
に

よ
る
運
用
に
係
る
も
の
を
除
き
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
へ
の
預
金
又
は
貯
金
の
方
法
に
よ
り
保

管
す
る
も
の
と
す
る
（
法
第
１
９
条
の
８
の
２
）
。
 

３
．
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
の
責
務
 

4
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
に
は
、
主
に
、
以
下
に
掲
げ
る
責
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

・
収
支
報
告
書
の
記
載
に
係
る
会
計
責
任
者
の
職
務
が
法
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
、
当

該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
を
監
督
す
る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
２
の
２
）
。
 

・
随
時
又
は
定
期
に
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
２
の
３
）
。

①
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等

を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
等
、
振
込

明
細
書
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

②
会

計
帳

簿
に

は
当

該
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
に

係
る

収
入

及
び

支
出

の
状

況
が

記
載

さ

れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備
え

て
い
る
こ
と
。
 

・
随
時
又
は
定
期
に
行

っ
た
確
認
の
結
果
及
び
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が

行
っ
た
説
明
の
内
容
並
び
に
政
治
資
金
監
査
報
告
書
に
基
づ
き
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

の
会
計
責
任
者
が
法
の
規
定
に
従
っ
て
収
支
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
旨

を
記
載
し
た
確
認
書
を
会
計
責
任
者
に
交
付
す
る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
４
の
２
第
２
項
）
。
 

４
．
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
の
責
務
 

5.
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
に
は
、
主
に
、
以
下
に
掲
げ
る
責
務
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
。
 

・
会
計
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
全
て
の
収
入
、
支
出
及
び

金
銭
等
の
運
用
に
つ
い
て
、
所
定
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
（
法
第
９
条
第
１
項
）
。
 

・
全
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
領
収
書
そ
の
他

の
支

出
を

証
す

べ
き

書
面
（

以
下

「
領
収

書
等

」
と
い

う
。
）

を
徴

す
こ

と
（
法

第
１

１
条
第

１

項
・
第
１
９
条
の
９
）
。
 

・
（
略
）

・
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
振
込
明
細

書
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細

書
等
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
を
、
こ
れ
ら
に
係
る
収
支
報
告
書
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら

３
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
す
る
こ
と
（
法
第
１
６
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
１
１
の
３
）
。
 

・
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
が
行
っ
た
支
出
の
う
ち
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

表
現

の
整
理
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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細
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
１
第
１
項
）
。
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

3
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
と
し
て
収
支
報
告
書
を

提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
収
支
報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
政
治

資
金

適
正

化
委

員
会

が
行

う
政

治
資

金
監

査
に

関
す

る
研

修
を

修
了

し
た

登
録

政
治

資
金

監
査

人

の
政
治
資
金
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
１
９
条
の
１
３
第
１
項
）
。
 

（
新
設
）
 

4
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
収
支
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
登
録
政
治
資

金
監

査
人

が
作

成
し

た
政

治
資

金
監

査
報

告
書

を
当

該
収

支
報

告
書

に
併

せ
て

提
出

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

（
法

第
１

９
条
の

１
４

）
。
な

お
、

法
第
１

９
条

の
１
４

の
規

定
に
違

反
し

て
、
政

治
資

金
監
査
報
告
書
の
提
出
を
し
な
か
っ
た
者
は
、
５
年
以
下
の
禁
錮
又
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
せ
ら
れ
る
が
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
収
支
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る

の
は

会
計

責
任

者
で

あ
り

、
登

録
政

治
資

金
監

査
人

で
は

な
い

（
法

第
２

５
条

第
１

項
第

１
の

２

号
）
。
 

（
新
設
）
 

細
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
１
）
。
 

・
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
、
収
支
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金

額
が
、
残
高
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
残
高
の
額
（
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
が
２
以
上
の
口

座
を

有
す

る
場

合
に

は
、
そ

の
合

計
額
。

以
下

同
じ
。
）

と
一

致
し

て
い

る
か
ど

う
か

を
確
認

す

る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
１
の
２
第
１
項
）
。
 

・
上
記
確
認
に
よ
り
収

支
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額
が
残
高
確
認
書
に
記

載
さ
れ
た
残
高
の
額
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
ま
で

の
間
に
、
差
額
説
明
書
を
作
成
す
る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
１
の
２
第
２
項
）
。
 

・
収
支
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
収
支
報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書

類
に
つ
い
て
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
３

第
１
項
）
。
 

・
収
支
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者

に
対
し
、
収
支
報
告
書
が
法
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
収
支
報
告
書

及
び
こ
れ
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
（
以
下
の
書
面
）
を
示
し
て
説
明
す
る
こ
と
（
法
第
１
９

条
の
１
４
の
２
第
１
項
）
。
 

①
領
収
書
等
の
写
し
（
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
が
あ
る
場
合
は
、
②
又
は
③
も
併
せ

て
提
出
）
 

②
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書

③
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
及
び
振
込
明
細
書
の
写
し

④
政
治
資
金
監
査
報
告
書

6
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
収
支
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
政
治
資
金
監

査
報
告
書
を
当
該
収
支
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

代
表
者
が
交
付
し
た
確
認
書
を
当
該
収
支
報
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
１
９
条
の

１
４

・
第

１
９

条
の

１
４
の

２
第

４
項
）
。

な
お
、
法

第
１

９
条

の
１

４
の
規
定

に
違

反
し
て

、
政

治
資
金
監
査
報
告
書
の
提
出
を
し
な
か
っ
た
者
は
、
５
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
１
０
０
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
が
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
収
支
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
る
義
務
を
負
っ

て
い
る
の
は
会
計
責
任
者
で
あ
り
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
で
は
な
い
（
法
第
２
５
条
第
１
項
第
１

号
の
２
）
。
 

7
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
上
記

6
．
に
よ
る
収
支
報
告
書
及
び
政
治
資
金
監

査
報

告
書

の
提

出
並

び
に

確
認

書
の

添
付

に
つ

い
て

は
、

オ
ン

ラ
イ

ン
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る

（
法
第
１
９
条
の
１
５
）
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

表
現

の
整
理
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

表
現

の
整
理
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

刑
法

等
の
一

部
を
改

正
す
る

法
律

の
施
行

に
伴
う

関
係
法

律
の

整
理
等

に
関
す

る
法
律

（
令

和
４
年

法
律
第

６
８

号
）
の
改

正
内
容

の
反
映
（
令

和
７

年
６
月

１
日
施

行
）
 

規
定

の
適
正

化
 

法
改

正
内
容

の
反
映
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３
．
政
治
団
体
の
区
分
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
の
留
意
事
項
 

5
.

次
の
政
治
団
体
に
お
い
て
も
、
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

①
そ
の
年
の
途
中
で
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
な
り
、
１
２
月
３
１
日
又
は
解
散
等
に
よ
り
政

治
団
体
で
な
く
な
っ
た
日
に
お
い
て
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
該
当
す
る
政
治
団
体
 

②
１
２
月
３
１
日
又
は
解
散
等
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
日
に
お
い
て
、
国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
に
該
当
し
な
い
政
治
団
体
の
う
ち
、
年
の
途
中
に
お
い
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で

あ
っ
た
期
間
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
年
に
収
入
又
は
支
出
を
計
上
し
て
い
る
政
治
団
体
 

（
新
設
）
 

こ
れ
ら
の
場
合
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
年
の

全
期

間
の

支
出

に
係

る
収

支
報

告
書

及
び

会
計

帳
簿

等
の

関
係

書
類

に
つ

い
て

政
治

資
金

監
査

を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
上
記
②
に
関
し
て
、
そ
の
年
に
収
入
及
び
支
出
を
と
も
に
計
上
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
年
に
係
る
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
必
要
は
な
く
、
前
年
か
ら
の
繰
越
額
は
そ
の
年
の
収
入
に

は
含
ま
れ
な
い
。
 

6
.

会
計
責
任
者
に
法
令
上
求
め
ら
れ
る
収
支
報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
の
作
成
・
徴
取

義
務
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
は
該
当
し
な
い
資
金
管
理
団
体
、

又
は

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

若
し

く
は

資
金

管
理

団
体

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
政

治
団

体

（
以

下
「

そ
の

他
の

政
治
団

体
」

と
い
う

。
）

の
そ
れ

ぞ
れ

の
政
治

団
体

の
区
分

に
よ

り
そ
の

対
象

と
な
る
支
出
の
範
囲
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

7
.

政
治
資
金
監
査
は
、
政
治
団
体
の
区
分
に
応
じ
て
法
令
上
求
め
ら
れ
る
収
支
報
告
書
及
び
会
計
帳

簿
等
の
関
係
書
類
の
作
成
・
徴
取
義
務
の
対
象
と
な
る
支
出
の
範
囲
で
確
認
を
行
う
こ
と
で
足
り
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
政
治
団
体
の
区
分
ご
と
の
政
治
資
金
監
査
の
対
象
と
な
る
支
出
の
範
囲

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
 

国
会
議
員
関
係
 

政
治
団
体
 

資
金
管
理
団
体
 

そ
の
他
の
政
治
団
体
 

会
計
帳
簿
 

す
べ
て
の
支
出
 

明
細
書
 

す
べ
て
の
支
出
 

領
収
書
等
 

す
べ
て
の
支
出
 

１
件
５
万
円
以
上
の
支
出
 

振
込
明
細
書
 

す
べ
て
の
支
出
 

１
件
５
万
円
以
上
の
支
出
 

領
収
書
等
を
徴
し
 

難
か
っ
た
支
出
の
 

明
細
書
 

す
べ
て
の
支
出
 

人
件
費
以
外
の
経
 

費
で
１
件
５
万
円
 

以
上
の
支
出
 

経
常
経
費
以
外
の
 

経
費
で
１
件
５
万
 

円
以
上
の
支
出
 

５
．
政
治
団
体
の
区
分
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
の
留
意
事
項
 

8
.

以
下
の
政
治
団
体
に
お
い
て
も
、
政
治
資
金
監
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

①
（
略
）

②
１
２
月
３
１
日
又
は
解
散
等
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
日
に
お
い
て
、
国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
に
該
当
し
な
い
政
治
団
体
の
う
ち
、
年
の
途
中
に
お
い
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で

あ
っ
た
期
間
が
あ
る
政
治
団
体
 

③
法

第
１

９
条

の
１

６
の

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
特

例
に

係
る

規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
が
適
用
さ
れ
る
政
治
団
体
 

こ
れ
ら
の
場
合
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
年
（
③

の
場
合
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
一
定
の
寄
附
を
受
け
た
年
及
び
そ
の
翌
年
）
の
全
期
間
の

支
出

に
係

る
収

支
報

告
書

及
び

会
計

帳
簿

等
の

関
係

書
類

並
び

に
翌

年
へ

の
繰

越
し

の
状

況
に

係

る
残

高
確

認
書

及
び

差
額

説
明

書
に

つ
い

て
政

治
資

金
監

査
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

に

留
意
す
る
こ
と
。
 

（
削
除
）
 

9
.

（
略
）

1
0
.
支
出
に
係
る
政
治
資
金
監
査
は
、
政
治
団
体
の
区
分
に
応
じ
て
法
令
上
求
め
ら
れ
る
収
支
報
告
書

及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
の
作
成
・
徴
取
義
務

の
対
象
と
な
る
支
出
の
範
囲
で
確
認
を
行
う
こ

と
で
足
り
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
政
治
団
体

の
区
分
ご
と
の
政
治
資
金
監
査
の
対
象
と
な
る

支
出
の
範
囲
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
 

国
会
議
員
関
係
 

政
治
団
体
 

資
金
管
理
団
体
 

そ
の
他
の
政
治
団
体
 

会
計
帳
簿
 

全
て
の
支
出
 

明
細
書
 

全
て
の
支
出
 

領
収
書
等
 

全
て
の
支
出
 

１
件
５
万
円
以
上
の
支
出
 

振
込
明
細
書
 

全
て
の
支
出
 

１
件
５
万
円
以
上
の
支
出
 

領
収
書
等
を
徴
し
 

難
か
っ
た
支
出
の
 

明
細
書
 

全
て
の
支
出
 

人
件
費
以
外
の
経
 

費
で
１
件
５
万
円
 

以
上
の
支
出
 

経
常
経
費
以
外
の
 

経
費
で
１
件
５
万
 

円
以
上
の
支
出
 

表
現

の
整
理
 

同
上
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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振
込
明
細
書
に
係
 

る
支
出
目
的
書
 

す
べ
て
の
支
出
 

人
件
費
以
外
の
経
 

費
で
１
件
５
万
円
 

以
上
の
支
出
 

経
常
経
費
以
外
の
 

経
費
で
１
件
５
万
 

円
以
上
の
支
出
 

収
支
報
告
書
 

人
件
費
以
外
の
経
 

費
で
１
件
１
万
円
 

を
超
え
る
支
出
 

人
件
費
以
外
の
経
 

費
で
１
件
５
万
円
 

以
上
の
支
出
 

経
常
経
費
以
外
の
 

経
費
で
１
件
５
万
 

円
以
上
の
支
出
 

8
.

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
で

あ
っ

た
期

間
に

つ
い

て
政

治
資

金
監

査
を

行
う

場
合
、
以
下
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
会
計
帳
簿
に
必
要
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
。
 

・
１
件
５
万
円
未
満
の
支
出
（
領
収
書
等
の
徴
取
義
務
が
な
い
た
め
）

・
領
収
書
等
が
な
い
支

出
の
う
ち
、
資
金
管
理
団
体
に
あ
っ
て
は
１
件
５
万
円
以
上
の
人
件
費
に

係
る
支
出
、
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
あ
っ
て
は
１
件
５
万
円
以
上
の
経
常
経
費
に
係
る
支
出
（
い

ず
れ

も
領

収
書

等
を

徴
し

難
か

っ
た

支
出

の
明

細
書

及
び

振
込

明
細

書
に

係
る

支
出

目
的

書
の

作
成
義
務
が
な
い
た
め
）
 

9
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
の
適
用
期
間
及
び
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
期
間
は
、

収
支
報
告
書
（
様
式
そ
の
１
）
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。
 

振
込
明
細
書
に
係
 

る
支
出
目
的
書
 

全
て
の
支
出
 

人
件
費
以
外
の
経
 

費
で
１
件
５
万
円
 

以
上
の
支
出
 

経
常
経
費
以
外
の
 

経
費
で
１
件
５
万
 

円
以
上
の
支
出
 

収
支
報
告
書
 

人
件
費
以
外
の
経
 

費
で
１
件
１
万
円
 

を
超
え
る
支
出
 

人
件
費
以
外
の
経
 

費
で
１
件
５
万
円
 

以
上
の
支
出
 

経
常
経
費
以
外
の
 

経
費
で
１
件
５
万
 

円
以
上
の
支
出
 

1
1
.

（
略
）

1
2
.

（
略
）
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旧
新

改
定

の
概
要
 

Ⅳ
．
政
治
資

金
監

査
指

針
①

 
一

般
監

査
指

針
 

１
．
一
般
的
な
留
意
事
項
 

1
.

登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
政
治
資
金
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
一
般
的
な
留
意
事
項
は
、
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。
 

・
登
録
政

治
資
金
監
査

人
は
、
政
治
資
金
制
度
を
十
分
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、
実
務
経
験
等
か

ら
得
ら
れ
る
知
識
の
蓄
積
に
努
め
る
こ
と
。
 

・
登
録
政

治
資
金
監
査

人
は
、
公
正
か
つ
誠
実
に
職
責
を
果
た
す
と
と
も
に
、
政
治
資
金
監
査
の

対
象

と
な

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
と

の
間

に
密

接
な

身
分

関
係

を
有

し
て

は
な

ら
な

い
こ

と
。
 

・
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
予
断
や
予
見
を
持
つ
こ
と
な
く
職
業
的
専
門
家
と
し
て
政
治
資
金

監
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

・
登
録
政

治
資
金
監
査

人
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
政
治
資
金
監
査
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得

た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
２
８
第
１
項
）
。
 

・
登

録
政

治
資

金
監

査
人

は
、

使
用

人
等

（
使

用
人

そ
の

他
の

従
業

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

に
対
し
て
、
そ
の
職
務
の
遂
行
上
適
切
な
指
示
、
指
導
及
び
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

２
．
調
査
方
法
 

2.
政
治
資
金
監
査
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
か
ら
一
定
数
を
抽
出
す
る

の
で
は
な
く
、
全
数
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
会
計
帳
簿
と
領
収
書
等

と
の
突
合
に
つ
い
て
は
、
会
計
帳
簿
と
す
べ
て
の
領
収
書
等
と
を
突
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
。
 

Ⅳ
．
政
治
資
金
監
査
指
針
①
 
一
般
監
査
指
針

 

１
．
一
般
的
な
留
意
事
項
 

1
.

登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
政
治
資
金
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
一
般
的
な
留
意
事
項
は
、
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。
 

・
（
略
）

・
（
略
）

・
（
略
）

・
（
略
）

・
（
略
）

・
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
確
認
は
、
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書

類
に
係
る
随
時
又
は
定
期
の
確
認
、
会
計
責
任
者
の
説
明
及
び
政
治
資
金
監
査
報
告
書
に
基
づ
き

行
わ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
適
確
に
政
治
資
金
監
査
を
行
い
政
治
資

金
監
査
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

・
政
治
資
金
監
査
の
適

確
な
実
施
に
疑
義
が
生
じ
る
よ
う
な
収
支
報
告
書
や
政
治
資
金
監
査
報
告

書
の
記
載
誤
り
等
が
あ
る
と
、
収
支
報
告
の
適
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
を
図
る
と
い
う
政
治

資
金
監
査
制
度
へ
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
か
ら
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
適
確
に
政
治
資
金

監
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

２
．
調
査
方
法
 

2.
政
治
資
金
監
査
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
か
ら
一
定
数
を
抽
出
す
る

の
で
は
な
く
、
全
数
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
会
計
帳
簿
と
領
収
書
等

と
の
突
合
に
つ
い
て
は
、
会
計
帳
簿
と
全
て
の
領
収
書
等
と
を
突
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
 

法
改

正
に
伴

う
留
意

事
項
の

追
加
 

政
治

資
金
監

査
の
質

の
向
上

に
係

る
留
意

事
項
の

追
加
 

法
改

正
内
容

の
反
映
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４
．
政
治
資
金
監
査
契
約
書
に
お
い
て
規
定
す
べ
き
事
項
 

（
２
）
登
録
政
治
資
金
監
査
人
及
び
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
責
任

1
6
.
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
責
任

・
円
滑
に
政
治
資
金
監
査
を
行
う
た
め
、
収
支
報
告
書
及
び
会
計
帳
簿
等
の
関
係
書
類
を
複
数
の

事
務
所
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
各

号
に

掲
げ

ら
れ

た
事

項
に

つ
い

て
の

書
類

の
確

認
（
以

下
「

書
面

監
査

」
と

い
う

。
）

を
行

う
事

務
所
に
政
治
資
金
監
査
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
に
集
約
し
、
ま
た
、
会
計
帳
簿

等
の
関
係
書
類
を

支
出
項
目
別
及
び
年
月
日
順
に
整
理
す
る
こ
と
。
 

・
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
政
治
資
金
監
査
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
記
録
、
書
類
、

そ
の
他
の
情
報
を
提
供
し
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
か
ら
の
書
面
又
は
口
頭
に
よ
る
質
問
に
対
し

て
は
遅
滞
な
く
真
実
を
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

５
．
政
治
資
金
監
査
契
約
に
係
る
留
意
事
項
 

2
3
.
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
個
人
と
し
て
、
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
政
治
資
金
監
査
の
実
施

に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
弁
護
士
法
人
、
監
査
法
人
又
は
税
理
士
法
人
と
し
て
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
留
意
す
る
こ
と
。
 

2
4
.
政
治
資
金
監
査
契
約
書
は
、
政
治
資
金
監
査
及
び
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
作
成
と
い
う
仕
事
の

完
成
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
印
紙
税
法
第

２
条
及
び
同
法
別
表
第
一
課
税
物
件
表
の
番
号
二
に
掲
げ
る
「
請
負
に
関
す
る
契
約
書
」
に
該
当
し
、

印
紙

税
が

課
せ

ら
れ

る
こ

と
と

な
り

、
契

約
金

額
に

応
じ

た
収

入
印

紙
の

貼
付

が
必

要
で

あ
る

こ

と
。
 

2
6
.
政
治
資
金
監
査
報
酬
は
、
所
得
税
法
第
２
０
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
弁
護
士
、
公
認

会
計
士
、
税
理
士
の
業
務
に
関
す
る
報
酬
又
は
料
金
」
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
政
治
団
体
が
政
治

資
金
監
査
報
酬
を
支
払
う
場
合
、
所
得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

４
．
政
治
資
金
監
査
契
約
書
に
お
い
て
規
定
す
べ
き
事
項
 

（
２
）
登
録
政
治
資
金
監
査
人
及
び
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
責
任

1
6
.
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
責
任

・
（
略
）

・
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
政
治
資
金
監
査
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
全
て
の
記
録
、
書
類
、

そ
の
他
の
情
報
を
提
供
し
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
か
ら
の
書
面
又
は
口
頭
に
よ
る
質
問
に
対
し

て
は
遅
滞
な
く
真
実
を
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

５
．
政
治
資
金
監
査
契
約
に
係
る
留
意
事
項
 

2
3
.
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
個
人
と
し
て
、
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
政
治
資
金
監
査
の
実
施

に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
弁
護
士
法
人
、
弁
護
士
・
外
国
法

事
務
弁
護
士
共
同
法

人
、

監
査

法
人

又
は

税
理

士
法

人
と

し
て

契
約

を
締

結
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

の
で

留
意

す
る

こ

と
。
 

2
4
.
政
治
資
金
監
査
契
約
書
は
、
政
治
資
金
監
査
及
び
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
作
成
と
い
う
仕
事
の

完
成

に
対

し
て

報
酬

を
支

払
う

と
い

う
こ

と
を

内
容

と
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
印

紙
税

法

（
昭

和
４

２
年

法
律

第
２

３
号

）
第

２
条

及
び

同
法

別
表

第
一

課
税

物
件

表
の

番
号

二
に

掲
げ

る

「
請
負
に
関
す
る
契
約
書
」
に
該
当
し
、
印
紙
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
契
約
金
額
に
応
じ

た
収
入
印
紙
の
貼
付
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
 

2
6
.
政
治
資
金
監
査
報
酬
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
０
４
条
第
１
項
第
２

号
に
規
定
す
る
「
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
の
業
務
に
関
す
る
報
酬
又
は
料
金
」
に
該
当
す

る
こ
と
か
ら
、
政
治
団
体
が
政
治
資
金
監
査
報
酬
を
支
払
う
場
合
、
所
得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

政
治

資
金
規

正
法
施

行
規
則

の
一

部
を
改

正
す
る

省
令

（
令

和
４
年

総
務
省

令
第
４

９
号

）
の
改

正
内
容

の
反
映
 

法
令

番
号
の

追
記
 

同
上
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旧
新

改
定

の
概

要
 

Ⅴ
．
政
治
資
金
監
査
指
針
②
 
個
別
監
査
指
針
 

１
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
 

一
 
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
及
び
振
込
 

明
細
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

1
.

保
存
対
象

と
な
る
会

計
帳
簿
等
の
関

係
書
類
に

つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
保
存

対
象
書
類
の
一

覧
表
の

作
成
を
会
計
責
任
者
に
求
め
、
一
覧
表
と
保
存
対
象
書
類
の
現
物
と
を
照
合
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
一
覧
表

の
様
式
は

特
に
定
ま
っ
て

い
な
い
が

、
一
覧
表
に
記

載
す
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
る

事
項
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
 

・
一
覧
表
を
作
成
し
た
日
付

・
一
覧
表
を
作
成
し
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
と
会
計
責
任
者
の
氏
名

・
保
存
対
象
書
類
の
名
称
及
び
冊
数

保
存
対
象
書
類

の
一
覧
表

の
例
は
、
以
下

の
と
お
り

で
あ
り
、
実
際

に
作
成
又

は
使
用
し
た
書
類

を
記
載
す
る
こ
と
。
 

保
存
対
象
書
類
一
覧
表
（
例
）
 

当
団

体
が

保
存

す
べ

き
政

治
資

金
監

査
対

象
年

に
係

る
会

計
帳

簿
等

の
関

係
書

類
は

、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

・
会
計

帳
簿
 
３
冊
（
①
１
月
～
４
月
分
 
②
５
月
～
８
月
分
 

③
９
月
～
１
２
月
分
）
 

※
補
助
簿
・
日
計
表
を
含
む
。

・
明
細
書
綴
り
 
１
冊

・
領

収
書

等
綴

り
 

３
冊

（
①

１
月

～
４

月
分

 
②

５
月

～
８

月
分

 
③

９
月

～
１

２

月
分
）
 

※
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
を
含
む
。

・
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
 
１
通

令
和
×
年
×
月
×
日
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

Ⅴ
．
政
治
資
金
監
査
指
針
②
 
個
別
監
査
指
針
 

１
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
 

一
 
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
、
振
込
 

明
細
書
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

1
.

保
存
対
象

と
な
る
会

計
帳
簿
等
の
関

係
書
類
に

つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
保
存

対
象
書
類
の
一

覧
表
の

作
成
を
会
計
責
任
者
に
求
め
、
一
覧
表
と
保
存
対
象
書
類
の
現
物
と
を
照
合
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
一
覧
表

の
様
式
は

特
に
定
ま
っ
て

い
な
い
が

、
一
覧
表
に
記

載
す
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
る

事
項
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
 

・
一
覧
表
を
作
成
し
た
日
付

・
一
覧
表
を
作
成
し
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
と
会
計
責
任
者
の
氏
名

・
保
存
対
象
書
類
の
名
称
及
び
冊
数

保
存
対
象
書
類

の
一
覧
表

の
例
は
、
以
下

の
と
お
り

で
あ
り
、
実
際

に
作
成
又

は
使
用
し
た
書

類
 

を
記
載
す
る
こ
と
。
 

保
存
対
象
書
類
一
覧
表
（
例
）
 

当
団

体
が

保
存

す
べ

き
政

治
資

金
監

査
対

象
年

に
係

る
会

計
帳

簿
等

の
関

係
書

類
は

、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

・
会
計
帳
簿
 
３
冊
（
①
１
月
～
４
月
分
 
②
５
月
～
８
月
分
 
③
９
月
～
１
２
月
分
）
 

※
補
助
簿
・
日
計
表
を
含
む
。

・
明
細
書
綴
り
 
１
冊

・
領

収
書

等
綴

り
 

３
冊

（
①

１
月

～
４

月
分

 
②

５
月

～
８

月
分

 
③

９
月

～
１

２

月
分
）
 

※
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
を
含
む
。

・
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
 
１
通

・
残
高
確
認
書
（
添
付
書
類
を
含
む
。
）
 
１
通

・
差
額
説
明
書
 
１
通

令
和
×
年
×
月
×
日
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
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会
計
責
任
者

○
○
 
○
○
 

2
.

な
お
、
会

計
帳
簿
等

の
関
係
書
類
に

つ
い
て
は

、
当
該
年
に
係

る
収
支
報

告
書
の
要
旨
が

公
表
さ

れ
た
日
か
ら
３

年
を
経
過

す
る
日
ま
で
保

存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

が
、
政
治

資
金
監
査
に
お

い
て

は
、
そ
の
対
象

と
な
る
年

に
係
る
も
の
が

保
存
さ
れ

て
い
る
こ
と
を

確
認
す
れ

ば
足
り
る
こ
と

に
留

意
す
る
こ
と
。
 

２
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
 

二
 

会
計

帳
簿

に
は

当
該

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
係

る
そ

の
年

に
お

け
る

支
出

の
状

況
が

記

載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備

え
て
い
る
こ
と
。

 

3
.

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
す
べ
て
の
支
出

に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
に
必
要
記
載
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び

年
月
日
を
記
載
し
た
領
収
書
そ
の
他
の
支
出
を
証
す
べ
き
書
面
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

９
条
・
第
１
１
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
９
）
。
政
治
資
金
監
査
に
お
い
て
は
、
会
計
帳
簿
と
す
べ
て

の
領
収
書
等
と
を
突
合
し
、
領
収
書
等
の
必
要
記
載
事
項
（
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
）
と

会
計
帳
簿
の
記
載
事
項
と
が
整
合
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
 

（
４
）
会
計
帳
簿
の
必
要
記
載
事
項
の
確
認

1
6
.
国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

会
計
帳
簿
を
備

え
、
こ
れ

に
す
べ
て
の
支

出
並
び

に
支
出
を
受
け

た
者
の
氏

名
及
び
住
所
並

び
に
そ
の

支
出
の
目
的
、

金
額
及
び

年
月
日
を
記
載

し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
法
第
９
条
第
１
項
）
。
 

1
7
.
会
計
帳
簿
と

す
べ
て

の
領
収
書
等
と

を
突
合
し

、
領
収
書
等
の

必
要
記
載

事
項
（
支
出
の

目
的
、

金
額
及
び
年
月

日
）
と
会

計
帳
簿
の
記
載

事
項
と
が

整
合
的
で
あ
る

か
ど
う
か

を
確
認
す
る
と

と
も

に
、
会
計
帳
簿
に
必
要
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

３
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
 

三
 
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
 

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
つ

た
支

出
の

明
細

書
等

及
び

振
込

明
細

書
に

基
づ

い
て

支
出

の
状

況
が

表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

会
計
責
任
者

○
○

 
○
○
 

2
.

な
お
、
会

計
帳
簿
等

の
関
係
書
類
に

つ
い
て
は

、
当
該
年
に
係

る
収
支
報

告
書
が
公
表
さ

れ
た
日

か
ら
３
年
を
経

過
す
る
日

ま
で
保
存
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
政

治
資
金
監

査
に
お
い
て
は

、
そ

の
対
象
と
な
る

年
に
係
る

も
の
が
保
存
さ

れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
す

れ
ば
足
り

る
こ
と
に
留
意

す
る

こ
と
。
 

２
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
 

（
略
）
 

3
.

国
会
議
員

関
係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

当
該
国
会
議
員

関
係
政
治

団
体
の
全
て
の

支
出
に

つ
い
て
、
会
計

帳
簿
に
必

要
記
載
事
項
を

記
載
す
る

と
と
も
に
、
当

該
支
出
の

目
的
、
金
額
及

び
年

月
日
を
記
載
し

た
領
収
書

そ
の
他
の
支
出

を
証
す
べ

き
書
面
を
徴
さ

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
法

第
９

条
・
第
１
１
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
９
）
。
政
治
資
金
監
査
に
お
い
て
は
、
会
計
帳
簿
と
全
て
の
領

収
書
等
と
を
突

合
し
、
領

収
書
等
の
必
要

記
載
事
項

（
支
出
の
目
的

、
金
額
及

び
年
月
日
）
と

会
計

帳
簿
の
記
載
事
項
と
が
整
合
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
 

（
４
）
会
計
帳
簿
の
必
要
記
載
事
項
の
確
認

1
6
.
国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

会
計
帳
簿
を
備

え
、
こ
れ

に
全
て
の
支
出

並
び
に

支
出
を
受
け
た

者
の
氏
名

及
び
住
所
並
び

に
そ
の
支

出
の
目
的
、
金

額
及
び
年

月
日
を
記
載
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
法
第
９
条
第
１
項
）
。
 

1
7
.
会
計
帳
簿
と

全
て
の

領
収
書
等
と
を

突
合
し
、

領
収
書
等
の
必

要
記
載
事

項
（
支
出
の
目

的
、
金

額
及
び
年
月
日
）
と
会
計
帳
簿
の
記
載
事
項
と
が
整
合
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

会
計
帳
簿
に
必
要
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

３
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
 

（
略
）
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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2
3
.
国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

す
べ
て
の
支
出

に
つ
い
て

、
そ
の
総
額
及

び
支
出

項
目
別
の
金
額

を
、
ま
た

、
人
件
費
以
外

の
経
費
の

支
出
（
１
件
当

た
り
の
金

額
が
１
万
円
を

超
え

る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目

的
、
金
額
及
び

年
月
日
を

記
載
し
た
収
支

報
告
書
を

提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ

て
い

る
（
法
第
１
２
条
第
１
項
・
第
１
７
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
１
０
）
。
 

４
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
 

四
 
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
は
、
会
計
帳
簿
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
 

こ
と
。
 

（
１
）
一
般
的
事
項

2
7
.
国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

当
該
国
会
議
員

関
係
政
治

団
体
の
す
べ
て

の
支
出

に
つ
い
て
、
領

収
書
等
を

徴
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

が
、
領
収
書
等

を
徴
し
難

い
事
情
が
あ
る

と
き

は
、
例
外
的
に
領
収
書
等
を
徴
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
（
法
第
１
１
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
９
）
。
 

2
8
.
国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

当
該
国
会
議
員

関
係
政
治

団
体
が
行
っ
た

支
出
の

う
ち
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、

金
額
及
び
年
月

日
を
記
載

し
た
領
収
書
等

を
徴
し
難

か
っ
た
支
出
の

明
細
書
（

振
込
明
細
書
が

あ
る

と
き
に
あ
っ
て

は
、
当
該

支
出
の
目
的
を

記
載
し
た

書
面
。
以
下
「

領
収
書
等

を
徴
し
難
か
っ

た
支

出
の
明
細
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
法
第
１
９
条
の

１
１
第
１
項
）
。
 

（
新
設
）
 

2
3
.
国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

全
て
の
支
出
に

つ
い
て
、

そ
の
総
額
及
び

支
出
項

目
別
の
金
額
を

、
ま
た
、

人
件
費
以
外
の

経
費
の
支

出
（
１
件
当
た

り
の
金
額

が
１
万
円
を
超

え
る

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、

金
額

及
び

年
月

日
を

記
載

し
た

収
支

報
告

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る

（
法
第
１
２
条
第
１
項
・
第
１
７
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
１
０
）
。
 

４
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
４
号
に
掲
げ
る
事
項
 

（
略
）
 

（
１
）
一
般
的
事
項

2
7
.
国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

当
該
国
会
議
員

関
係
政
治

団
体
の
全
て
の

支
出
に

つ
い
て
、
領
収
書
等
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

例
外
的
に
領
収
書
等
を
徴
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
（
法
第
１
１
条
第
１
項
・
第
１
９
条
の
９
）
。
 

2
8
.

国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

当
該
国
会
議
員

関
係
政
治

団
体
が
行
っ
た

支
出
の

う
ち
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、

金
額
及
び
年
月

日
を
記
載

し
た
領
収
書
等

を
徴
し
難

か
っ
た
支
出
の

明
細
書
（

振
込
明
細
書
が

あ
る

と
き
に
あ
っ
て

は
、
当
該

支
出
の
目
的
を

記
載
し
た

書
面
。
以
下
「

領
収
書
等

を
徴
し
難
か
っ

た
支

出
の
明
細
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
法
第
１
９
条
の

１
１
）
。
 

５
．
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
５
号
に
掲
げ
る
事
項
 

五
 

第
十

二
条

第
一

項
又
は

第
十

七
条

第
一

項
の

報
告

書
は

、
残

高
確

認
書

及
び

差
額

説
明

書
に
基

づ
い
て
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

（
１
）
一
般
的
事
項

3
3
.
国
会
議
員
関

係
政
治

団
体
の
会
計
責

任
者
は
、

当
該
国
会
議
員

関
係
政
治

団
体
の
収
支
報

告
書
に

記
載
す
べ
き
翌

年
へ
の
繰

越
し
の
金
額
が

、
収
支
報

告
書
に
記
載
す

べ
き
年
の

１
２
月
３
１
日

（
解

散
等
し
た
場
合

に
は
そ
の

日
）
に
お
け
る

残
高
確
認

書
に
記
載
さ
れ

た
残
高
の

額
と
一
致
し
て

い
る

か
ど

う
か

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

（
法

第
１

９
条

の
１

１
の

２
第

１

項
）
。
ま
た
、
こ
の
確
認
に
よ
り
、
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額
が
残
高
の
額
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
と
き
は

、
差
額
説

明
書
を
作
成
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て

い
る
（
法
第
１

９
条

の
１
１
の
２
第
２
項
）
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

法
改

正
に
伴

う
新
設
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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3
4
．
政
治
資
金

監
査
に
お

い
て
は
、
収
支

報
告
書
に

記
載
す
べ
き
翌

年
へ
の
繰

越
し
の
金
額
が

残
高
確

認
書
に
記
載
さ

れ
た
残
高

の
額
と
一
致
し

て
い
る
か

ど
う
か
を
確
認

す
る
こ
と

。
そ
の
際
、
残

高
確

認
書
に
記
載
さ

れ
た
内
容

が
、
残
高
確
認

書
の
添
付

書
類
（
金
融
機

関
が
作
成

す
る
残
高
を
証

す
る

書
面
等
）
に
よ
り
示
さ
れ
た
内
容
と
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
併
せ
て
確
認
す
る
こ
と
。
 

3
5
．
翌
年
へ
の

繰
越
し
の

金
額
と
残
高
の

額
が
一
致

し
な
い
場
合
に

は
、
差
額

説
明
書
に
お
い

て
、
差

額
の
全
額
分
に
つ
い
て
差
額
の
理
由
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

3
6
．
収
支
報
告
書
（
翌
年
へ
の
繰
越
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
計
算
誤
り
が
な
い
か
ど
う
か
を
検
算

し
て
確
認
す
る
こ
と
。
 

3
7
．
収
支
報
告

書
に
翌
年

へ
の
繰
越
し
の

金
額
が
０

円
と
記
載
さ
れ

て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
も

、
当
該

金
額
が
残
高
確

認
書
に
記

載
さ
れ
た
残
高

の
額
と
一

致
し
て
い
る
か

ど
う
か
を

確
認
す
る
必
要

が
あ

る
こ
と
。
 

（
２
）
差
額
の
理
由
の
具
体
例

3
8
．
差
額
説
明

書
に
記
載

さ
れ
る
差
額
の

理
由
の
具

体
例
と
し
て
は

、
主
に
以

下
の
よ
う
な
場

合
が
考

え
ら
れ
る
こ
と
。
 

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
場
合

ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
に

よ
り
物
品
や
サ

ー
ビ
ス
等

を
購
入
す
る
場

合
、
購
入

時
点
で
支
出
の
目

的
ご
と
に
支

出
額
を
計

上
す
る
簡
易
な

記
載
方
法

が
認
め
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ

の

場
合
に
は
、

購
入
時
点

と
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
利

用
の
口
座
振
替
時

点
に
ず
れ

が
生
じ
る
こ
と

か

ら
、
購
入
時

点
が
年
内

、
口
座
振
替
時

点
が
翌
年

と
な
る
と
、
収
支

報
告
書
に

記
載
す
べ
き
翌

年

へ
の
繰
越
し
の
金
額
と
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
の
残
高
の
額
と
の
差
額
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
 

・
手
持
ち
資
金
を
現
金
で
保
有
し
て
い
る
場
合

国
会
議
員
関

係
政
治
団

体
が
必
要
な
範

囲
内
に
お

い
て
預
金
又
は

貯
金
の
口

座
か
ら
現
金
を
引

き
出
し
て
保

有
す
る
こ

と
は
禁
じ
ら
れ

て
お
ら
ず

、
こ
の
場
合
に
は

、
収
支
報

告
書
に
記
載
す

べ

き
翌
年
へ
の

繰
越
し
の

金
額
と
預
金
又

は
貯
金
の

口
座
の
残
高
の
額

と
の
差
額

が
生
じ
る
こ
と

と

な
る
。
 

3
9
.
差
額
の
理

由
が
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
の
利
用

で
あ
っ
た
場
合

に
は
、
当

該
理
由
の
と
お

り
会
計
帳

簿
や
収
支
報
告

書
に
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

の
利
用
に

よ
る
支
出
で
あ

る
旨
が
記

載
さ
れ
て
い
る

か
ど

う
か
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

法
改

正
に
伴

う
政
治

資
金

監
査

に
お
け

る
新
た

な
確

認
内

容
等
に

係
る
記

載
の

追
加
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

６
年
度

第
３
回

委
員

会
に

お
け
る

議
論
を

踏
ま

え
た

差
額
の

理
由
の

具
体

例
に

係
る
記

載
の
追

加
 

同
上
 

令
和

６
年
度

第
３
回

委
員

会
に

お
け
る

議
論
を

踏
ま

え
た

差
額
の

理
由
が

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ
ー

ド
の
利

用
で

あ
っ

た
場
合

の
確
認

内
容

に
係

る
記
載

の
追
加
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旧
新

改
定

の
概

要
 

Ⅵ
．
政
治
資
金
監
査
指
針
③
 
会
計
責
任
者
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン

グ
 

１
．
会
計
責
任
者
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
意
義
・
目
的
 

1
.

会
計
責
任
者
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
職
業
的
専
門
家
で
あ
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
会

計
責
任
者
本
人
に
対
し
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
領
収
書
等
の
徴
取
漏
れ
又
は
亡
失
等
に

よ
り

書
面

監
査

で
は

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
支

出
の

状
況

が
確

認
で

き
な

か
っ

た
も

の
に

つ

い
て
、
支
出
の
実
体
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
書
面
監
査
で
支
出
の
状
況
を
確
認
し
た
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
の
支
出
の
う
ち
一
定
の
支
出
に
つ
い
て
適
法
性
等
を
確
認
し
、
さ
ら
な
る
収
支
報
告
の

適
正
の
確
保
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
 

2
.

併
せ
て
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
処
理
方
法
や
会
計
帳
簿
の
支
出
項
目
の
区
分
の
分
類

等
を
確
認
す

る
こ
と
に
よ
り
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
処
理
の
適
正
化
も
期
待
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
 

２
．
ヒ
ア
リ
ン
グ
事
項
 

3
.

会
計
責
任
者
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(
1
)
会
計
処
理
方
法

(
2
)
支
出
項
目
の
区
分
の
分
類

(
3
)
書
面
監
査
で
は
支
出
の
状
況
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の

 
 
（
新
設
）
 

(
4
)
書
面
監

査
に
加
え
て
、
支
出
の
状
況
の
詳
細
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

 
 
（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

Ⅵ
．
政
治
資
金
監
査
指
針
③
 
会
計
責
任
者
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン

グ
 

１
．
会
計
責
任
者
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
意
義
・
目
的
 

1
.

会
計
責
任
者
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
職
業
的
専
門
家
で
あ
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
会

計
責
任
者
本
人
に
対
し
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
書
面
監
査
で
は
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
の
支
出
の
状
況
又
は
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
支
出
の

実
体
又
は
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
実
体
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
書
面
監
査
で
確
認
し
た
支
出
の
状
況

又
は
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
に
つ
い
て
、
一
定
の
支
出
に
係
る
適
法
性
等
も
含
め
、
そ
の
詳
細
を

確
認
し
、
さ
ら
な
る
収
支
報
告
の
適
正
の
確
保
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
 

2
.

あ
わ
せ
て
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
処
理
方
法
や
会
計
帳
簿
の
支
出
項
目
の
区
分
の
分

類
等
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
処
理
の
適
正
化
も
期
待
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
 

２
．
ヒ
ア
リ
ン
グ
事
項
 

3
.

会
計
責
任
者
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

(
4
)
書
面
監
査
で
は
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の

(
5
)
（
略
）

(
6
)
書
面
監
査
に
加
え
て
、
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
の
詳
細
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

（
４
）
書
面
監
査
で
は
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の

1
6
．
収
支
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額
、
残
高
確
認
書
の
記
載
事
項
及
び
差
額
説

明
書
の
記
載
事
項
が
整
合
的
で
な
い
場
合
に
は
、
会
計
責
任
者
等
に
確
認
を
求
め
る
こ
と
。
 

1
7
．
差
額
の
理
由
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
理
由
の
と
お
り
会

計
帳
簿
や
収
支
報
告
書
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
に
よ
る
支
出
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
書
面
監
査
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
会
計
責
任
者
等
に
確
認
を
求
め
る
こ
と
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

表
現

の
整
理
 

法
改

正
に
伴

う
ヒ
ア

リ
ン
グ

事
項

の
追
加
 

同
上
 

法
改

正
に
伴

う
ヒ
ア

リ
ン
グ

に
お

け
る
確

認
内
容

の
追
加
 

同
上
 

令
和

６
年
度

第
３
回

委
員
会

に
お

け
る
議

論
を
踏

ま
え
た

ヒ
ア

リ
ン
グ

に
お
け

る
確
認
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（
４
）
書
面
監
査
に
加
え
て
、
支
出
の
状
況
の
詳
細
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

1
6
.
収
支
報
告
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
、
書
面
監
査
に
加
え
て
、
支
出
の
状
況
の
詳
細
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
も
の
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
書
面
監
査
に
お
い
て
発
見
し
た
関
係
法
令

上
の
問
題
点
等
、
そ
の
他
の
事
項
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

・
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
現
場
の
事
務
所
が
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
活
動
以
外
の

活
動
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
経
常
経
費
（
光
熱
水
費
、
家
賃
等
）
 

・
他
の
政
治
団
体
に
対
す
る
支
出

（
新
設
）
 

・
花
輪
、
供
花
、
香
典
、
祝
儀
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
支
出

1
7
.
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
現
場
の
事
務
所
が
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
活
動
以
外
の
活

動
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
経
常
経
費
に
つ
い
て
、
当
該
国
会
議
員
関

係
政

治
団

体
の

活
動

に
係

る
経

常
経

費
と

そ
れ

以
外

の
経

常
経

費
と

を
ど

の
よ

う
に

あ
ん

分
し

て

い
る
か
を
会
計
責
任
者
等
に
確
認
す
る
こ
と
。
 

1
8
.
他
の
政
治
団
体
に
対
す
る
支
出
の
有
無
を
聴
取
し
、
該
当
す
る
支
出
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
支
出

を
受
け
た
政
治
団
体
に
お
い
て
適
切
な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
会
計
責
任
者

等
に
求
め
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

1
9
.
花
輪
、
供
花
、
香
典
、
祝
儀
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
支
出
に
公

職
選
挙
法
に
抵
触
す
る
支
出
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
の
確
認
を
会
計
責
任
者
等
に
求
め
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

（
５
）
書
面
監
査
に
加
え
て
、
支
出
の
状
況
の
詳
細
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

1
8
.
収
支
報
告
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
、
書
面
監
査
に
加
え
て
、
支
出
の
状
況
の
詳
細
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
も
の
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
書
面
監
査
に
お
い
て
発
見
し
た
関
係
法
令

上
の
問
題
点
等
、
そ
の
他
の
事
項
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

・
（
略
）

・
（
略
）

・
国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
政
党
本
部
、
み
な
し
１
号
団
体
に
該
当
す
る
政

党
支
部
以
外
の
政
党
支
部
及
び
政
治
資
金
団
体
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
寄
附
 

・
（
略
）

1
9
.

（
略
）

2
0
.

（
略
）

2
1
.
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
に
対
す
る
寄
附
の
有
無
を
聴
取
し
、
該
当
す
る
寄
附

が
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
１
９
条
の
１
６
の
３
第
２
項
に
基
づ
き
、
当
該
政
治
団
体
に
対
し
、
文
書

で
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
か

ら
の

寄
附

で
あ

る
旨

等
の

通
知

を
行

っ
て

い
る

か
ど

う
か

の
確

認

を
会
計
責
任
者
等
に
求
め
る
こ
と
。
 

2
2
.
花
輪
、
供
花
、
香
典
、
祝
儀
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
支
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
支
出
に
公

職
選
挙
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
０
０
号
）
に
抵
触
す
る
支
出
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
の
確
認

を
会
計
責
任
者
等
に
求
め
る
こ
と
。
 

（
６
）
書
面
監
査
に
加
え
て
、
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
状
況
の
詳
細
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

2
3
.
収
支
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額
と
残
高
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
残
高
の

額
が
一
致
し
な
い
理
由
（
差
額
の
理
由
）
に
つ
い
て
は
、
差
額
説
明
書
に
記
載
さ
れ
た
と
お
り
で
あ

る
こ
と
の
確
認
を
会
計
責
任
者
等
に
求
め
る
こ
と
。
 

内
容

の
追
加
 

表
現

の
整
理
 

法
改

正
に
伴

う
支
出

の
状
況

の
詳

細
に
係

る
ヒ
ア

リ
ン
グ

事
項

の
追
加
 

同
上
 

法
令

番
号
の

追
記
 

法
改

正
に
伴

う
ヒ
ア

リ
ン
グ

に
お

け
る
確

認
内
容

等
の
追

加
 

同
上
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2
4
.
差
額
の
理
由
が
手
持
ち
資
金
の
現
金
で
の
保
有
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
理
由
の
と
お
り

１
２
月
３
１
日
（
解
散
等
し
た
場
合
に
は
そ
の
日
）
時
点
で
手
持
ち
資
金
を
現
金
で
保
有
し
て
い
た

こ
と
の
確
認
を
会
計
責
任
者
等
に
求
め
る
こ
と
。
 

2
5
．「

Ⅴ
．
５
．（

２
）
差
額
の
理
由
の
具
体
例
」
以
外
の
理
由
を
差
額
説
明
書
に
記
載
し
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
状
況
の
詳
細
を
会
計
責
任
者
等
に
確
認
す
る
こ
と
。
 

法
改

正
に
伴

う
ヒ
ア

リ
ン
グ

に
お

け
る
確

認
内
容

等
の
追

加
 

同
上
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旧
新

改
定

の
概

要
 

Ⅶ
．
政
治
資
金
監
査
報
告
書
 

2
.

政
治
資

金
監

査
報
告

書
は
、

国
会

議
員

関
係
政

治
団
体

の
会

計
責

任
者
が

都
道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員
会

又
は

総
務

大
臣

に
収
支
報

告
書

を
提

出
す

る
と
き
に

、
併

せ
て

提
出

さ
れ
る
も

の
で

あ
る
こ

と
（
法
第
１
９
条
の
１
４
）
。
 

3
.

都
道
府

県
の

選
挙
管

理
委
員

会
又

は
総

務
大
臣

に
提
出

さ
れ

た
政

治
資
金

監
査
報

告
書

は
、

こ
れ

ら
を
受

理
し

た
総

務
大

臣
又
は
都

道
府

県
の

選
挙

管
理
委
員

会
に

お
い

て
、

当
該
政
治

資
金

監
査
報

告
書
に

係
る

収
支

報
告

書
の
要
旨

が
公

表
さ

れ
た

日
か
ら
３

年
を

経
過

す
る

日
ま
で
保

存
さ

れ
る
と

と
も
に

、
何

人
も

、
こ

の
期
間
、

政
治

資
金

監
査

報
告
書
の

閲
覧

又
は

写
し

の
交
付
を

請
求

す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
法
第
２
０
条
の
２
第
１
項
・
第
２
項
）
。
 

１
．
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
 

9
.

登
録
政

治
資

金
監
査

人
の
氏

名
に

つ
い

て
は
、

当
該
政

治
資

金
監

査
報
告

書
を
作

成
し

た
登

録
政

治
資
金
監
査
人
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。
 

1
0
.
登
録

政
治

資
金

監
査

人
の
登

録
番

号
及

び
研

修
修
了
年

月
日

に
つ

い
て

は
、
登
録

政
治

資
金

監
査

人
名
簿

へ
の

登
録

番
号

及
び
政
治

資
金

適
正

化
委

員
会
が
行

う
政

治
資

金
監

査
に
関
す

る
研

修
の
修

了
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
新
設
）
 

（
１
）
監
査
の
概
要

1
3
.
政
治

資
金

監
査

の
対

象
期
間

に
つ

い
て

は
、

政
治
資
金

監
査

の
対

象
と

し
た
年
を

記
載

し
、

併
せ

て
当
該

年
の

収
支

報
告

書
に
よ
る

報
告

の
対

象
と

な
っ
た
す

べ
て

の
期

間
に

つ
い
て
政

治
資

金
監
査

を
実
施
し
た
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、

対
象

書
類

に
つ

い
て
は
、

書
類

の
有

無
も

含
め
て
政

治
資

金
監

査
の

対
象
と
し

た
こ

と
を

明
確
に
す
る
た
め
、
保
存
を
確
認
し
た
書

類
だ
け
で
は
な
く
、「

収
支
報
告
書
並
び
に
当
該
収
支
報

告

書
に
係

る
会

計
帳

簿
、

明
細
書
、

領
収

書
等

、
領

収
書
等
を

徴
し

難
か

っ
た

支
出
の
明

細
書

、
振
込

明
細
書

及
び

振
込

明
細

書
に
係
る

支
出

目
的

書
（

支
出
の
目

的
が

記
載

さ
れ

た
振
込
明

細
書

の
写
し

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
記
載
例
ど
お
り
す
べ
て
列
記
す
る
こ
と
。
 

Ⅶ
．
政
治
資
金
監
査
報
告
書
 

2
.

政
治
資

金
監

査
報
告

書
は
、

国
会

議
員

関
係
政

治
団
体

の
会

計
責

任
者
が

都
道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員
会

又
は

総
務

大
臣

に
収
支
報

告
書

を
提

出
す

る
と
き
に

、
併

せ
て

オ
ン

ラ
イ
ン
で

提
出

さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
（
法
第
１
９
条
の
１
４
・
法
第
１
９
条
の
１
５
）
。
 

3
.

都
道
府

県
の

選
挙
管

理
委
員

会
又

は
総

務
大
臣

に
提
出

さ
れ

た
政

治
資
金

監
査
報

告
書

は
、

こ
れ

ら
を
受

理
し

た
総

務
大

臣
又
は
都

道
府

県
の

選
挙

管
理
委
員

会
に

お
い

て
、

当
該
政
治

資
金

監
査
報

告
書

に
係

る
収

支
報

告
書

が
公

表
さ

れ
た

日
か

ら
３

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
保

存
さ

れ
る

と
と

も

に
、
何

人
も

、
こ

の
期

間
、
政
治

資
金

監
査

報
告

書
の
閲
覧

又
は

写
し

の
交

付
を
請
求

す
る

こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
法
第
２
０
条
の
２
第
１
項
・
第
２
項
）
。
 

１
．
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
記
載
事
項
 

（
削
除
）
 

9
.

（
略
）

1
0
.

国
会

議
員

関
係
政

治
団

体
に

係
る

収
支

報
告

書
及

び
政

治
資

金
監

査
報

告
書

に
つ

い
て

は
、

会
計

責
任

者
が

都
道
府

県
の

選
挙

管
理

委
員

会
又

は
総

務
大

臣
に

オ
ン

ラ
イ

ン
で

提
出

す
る

も
の

と
さ

れ

て
お
り
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
に
自
身
の
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
。
 

（
１
）
監
査
の
概
要

1
3
.
政
治

資
金

監
査

の
対

象
期
間

に
つ

い
て

は
、

政
治
資
金

監
査

の
対

象
と

し
た
年
を

記
載

し
、

あ
わ

せ
て
当

該
年

の
収

支
報

告
書
に
よ

る
報

告
の

対
象

と
な
っ
た

全
て

の
期

間
に

つ
い
て
政

治
資

金
監
査

を
実
施
し
た
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、

対
象

書
類

に
つ

い
て
は
、

書
類

の
有

無
も

含
め
て
政

治
資

金
監

査
の

対
象
と
し

た
こ

と
を

明
確
に
す
る
た
め
、
保
存
を
確
認
し
た
書
類
だ
け
で
は
な
く
、「

収
支
報
告
書
並
び
に
当
該
収
支
報
告

書
に
係

る
会

計
帳

簿
、

明
細
書
、

領
収

書
等

、
領

収
書
等
を

徴
し

難
か

っ
た

支
出
の
明

細
書

、
振
込

明
細
書

、
振

込
明

細
書

に
係
る
支

出
目

的
書

（
支

出
の
目
的

が
記

載
さ

れ
た

振
込
明
細

書
の

写
し
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
」
と
記
載
例
ど
お
り
全
て
列
記
す
る
こ
と
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

法
改

正
に
伴

う
登
録

政
治

資
金

監
査
人

の
自
署

に
係

る
記

載
の
削

除
 

法
改

正
に
伴

う
登
録

政
治

資
金

監
査
人

の
電
子

署
名

に
係

る
記
載

の
追
加
 

表
現

の
整
理
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
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（
２
）
監
査
の
結
果

1
6
.
監
査

の
結

果
に

つ
い

て
は
、

政
治

資
金

監
査

マ
ニ
ュ
ア

ル
に

基
づ

い
て

行
っ
た
政

治
資

金
監

査
の

結
果
を
、
記
載
例
に
従
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

・
政

治
資

金
監

査
の

対
象

と
な

っ
た

事
項

に
つ

い
て
す
べ

て
確

認
で

き
た

場
合
、
記

載
例

（
１
）

の
例
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
収
支
報
告
書
に
支
出
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
記
載
例
（

４
）

の
例
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

・
会

計
帳

簿
に

記
載

不
備
が
あ

る
場

合
、

支
出

を
受
け
た

者
の

氏
名

及
び

住
所
並
び

に
そ

の
支
出

の
目
的

、
金

額
及

び
年

月
日
等
、

記
載

不
備

が
あ

る
記
載
事

項
の

種
類

を
明

ら
か
に
し

た
上

、
記

載
例
（
２
）
の
例
に
よ
る
こ
と
。

・
政

治
資

金
監

査
マ

ニ
ュ
ア
ル

に
基

づ
き

会
計

帳
簿
と
突

合
を

行
う

書
面

が
存
在
し

な
い

支
出
が

あ
る
場

合
、

以
下

に
掲

げ
る
区
分

に
従

い
、

そ
の

内
容
を
明

ら
か

に
し

た
上

、
記
載
例

（
３

）
の

例
に
よ
る
こ
と
。
 

①
領

収
書

等
又

は
振

込
明
細
書

が
存

在
せ

ず
、

ま
た
、
領

収
書

等
を

徴
し

難
か
っ
た

支
出

の
明

細
書
に

も
記

載
さ

れ
ず

、
書
面
監

査
に

お
い

て
支

出
の
状
況

が
確

認
で

き
な

か
っ
た
も

の
（
人

件
費
以

外
の
経
費
の
支
出
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
会
計
責
任
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
収
書
等

亡
失
等

一
覧
表
を
添
付
の
上
、
記
載
例
（
３
）
の
（
別
記
）
（
１
）
の
例
に
よ
る
こ
と
。
 

②
領

収
書

等
又

は
振

込
明
細
書

及
び

振
込

明
細

書
に
係
る

支
出

目
的

書
に

よ
り
支
出

の
状

況
が

確
認
で

き
な

い
人

件
費

で
、
賃
金

台
帳

、
源

泉
徴

収
簿
等
の

人
件

費
を

確
認

で
き
る
書

類
の
存

在
し
な

い
も

の
に

つ
い

て
は
、
件

数
及

び
総

額
を

明
ら
か
に

し
た

上
、

記
載

例
（
３
）

の
（
別

記
）
（
２
）
の
例
に
よ
る
こ
と
。
 

③
高

額
領

収
書

等
の

あ
て
名
に

当
該

国
会

議
員

関
係
政
治

団
体

に
対

し
て

発
行
さ
れ

た
こ

と
が

推
認
さ

れ
な

い
名

称
が

記
載
さ
れ

て
い

る
も

の
で

、
会
計
責

任
者

に
対

す
る

ヒ
ア
リ
ン

グ
を
行

っ
た
結

果
、

当
該

国
会

議
員
関
係

政
治

団
体

に
対

し
て
発
行

さ
れ

た
と

は
認

め
ら
れ
な

い
と
判

断
さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は
、
支

出
の

日
付

、
支

出
項
目
の

区
分

の
分

類
及

び
金
額
を

明
ら
か

に
し
た
上
で
、
記
載
例
（
３
）
の
（
別
記
）
（
３
）
の
例
に
よ
る
こ
と
。
 

ま
た
、

上
記

①
～

③
に

加
え
、
政

治
資

金
監

査
マ

ニ
ュ
ア
ル

に
基

づ
き

会
計

帳
簿
と
突

合
を
行

う
書
面
が

存
在
し
な
い
支
出
と
し
て
、
記
載
例
（
３
）
の
（
別
記
）（

１
）
～
（
３
）
以
外
の
記
載

が
必
要
と

判
断
し
た
事
項
が
あ
る
場
合
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
照
会
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
そ
の
他

（
新
設
）
 

（
２
）
監
査
の
結
果

1
6
.
監
査

の
結

果
に

つ
い

て
は
、

政
治

資
金

監
査

マ
ニ
ュ
ア

ル
に

基
づ

い
て

行
っ
た
政

治
資

金
監

査
の

結
果
を
、
記
載
例
に
従
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

・
政

治
資

金
監

査
の

対
象

と
な

っ
た

事
項

に
つ

い
て
全
て

確
認

で
き

た
場

合
、
記
載

例
（

１
）
の

例
に
よ

る
こ

と
。

た
だ

し
、
収
支

報
告

書
に

支
出

が
計
上
さ

れ
て

い
な

い
場

合
、
記
載

例
（

４
）

の
例
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

・
（
略
）

・
政

治
資

金
監

査
マ

ニ
ュ
ア
ル

に
基

づ
き

会
計

帳
簿
と
突

合
を

行
う

書
面

が
存
在
し

な
い

支
出
が

あ
る
場

合
、

以
下

に
掲

げ
る
区
分

に
従

い
、

そ
の

内
容
を
明

ら
か

に
し

た
上

、
記
載
例

（
３

）
の

例
に
よ
る
こ
と
。
 

①
・
②
 
（
略
）

③
高

額
領

収
書

等
の

あ
て
名
に

当
該

国
会

議
員

関
係
政
治

団
体

に
対

し
て

発
行
さ
れ

た
こ

と
が

推
認
さ

れ
な

い
名

称
が

記
載
さ
れ

て
い

る
も

の
で

、
会
計
責

任
者

等
に

対
す

る
ヒ
ア
リ

ン
グ
を

行
っ
た

結
果

、
当

該
国

会
議
員
関

係
政

治
団

体
に

対
し
て
発

行
さ

れ
た

と
は

認
め
ら
れ

な
い
と

判
断
さ

れ
る

も
の

に
つ

い
て
は
、

支
出

の
日

付
、

支
出
項
目

の
区

分
の

分
類

及
び
金
額

を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
記
載
例
（
３
）
の
（
別
記
）
（
３
）
の
例
に
よ
る
こ
と
。
 

ま
た
、

上
記

①
～

③
に

加
え
、
政

治
資

金
監

査
マ

ニ
ュ
ア
ル

に
基

づ
き

会
計

帳
簿
と
突

合
を
行

う
書
面
が
存
在
し
な
い
支
出
と
し
て
、
記
載
例
（
３
）
の
（
別
記
）（

１
）
～
（
３
）
以
外
の
記
載

が
必
要
と
判
断
し
た
事
項
が
あ
る
場
合
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
照
会
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
そ
の
他

1
9
．
政

治
資

金
監

査
報
告

書
の
作

成
に

当
た

っ
て
は

、
政
治

資
金

適
正

化
委
員

会
の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載
さ

れ
て

い
る

政
治

資
金
監
査

報
告

書
の

様
式

を
ダ
ウ
ン

ロ
ー

ド
し

、
こ

れ
を
活
用

す
る

こ
と
が

望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

表
現

の
整
理
 

政
治

資
金
監

査
報
告

書
の

様
式

の
活
用
に

係
る

記
載

の
追

加
 

57



２
．
政
治
資
金
監
査
報
告
書
記
載
例
 

（
１
）
政
治
資
金
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
す
べ
て
確
認
で
き
た
場
合

政
治

資
金
監
査
報
告
書
 

令
和
×
年
×
月
×
日
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

代
表
 
○
○
 
○
○

殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人
 
○
○
 
○
○
 
 

登
録

番
号

 
第
 
×
×
×
×
 
号
 

研
修

修
了

年
月

日
×

年
×

月
×

日

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
９
条
の
１
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
○
○
○
○
（
国
会
議

員
関
係
政
治

団
体
名
）
の

令
和
×
年
に
係
る
法
第
１

２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
の
す
べ

て
の
期
間
を

対
象
と
し
て
、
当
該
収
支

報
告
書
並
び
に
当

該
収
支
報
告
書
に
係
る
会

計
帳
簿
、
明

細
書
、
領
収

書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し

難
か
っ
た
支
出
の

明
細
書
、
振
込
明
細
書
及

び
振
込
明
細

書
に
係
る
支

出
目
的
書
（
支
出
の
目
的

が
記
載
さ
れ
た
振

込
明
細
書
の
写
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

、
支
出
に
関
す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。
 

（
２
）
こ
の
政
治
資
金
監

査
は
、
法
第
１
９

条
の
１

３
第
２
項
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
政
治
資
金
適

正
化
委
員
会
が
定
め
る
「
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
」（

以
下
「
政
治
資
金
監
査

マ

ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
っ

た
。

（
３
）
私
の
責
任
は
、
外

部
性
を
有
す
る
第

三
者
と

し
て
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者

の
作
成
又
は
徴
取
し
た
収

支
報
告
書
並

び
に
当
該
収

支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳

簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た

支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
に
つ
い
て
、

政
治
資
金
監

査
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
基
づ
き
政
治
資
金
監

査
を
行
っ
た
結
果

を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

（
４
）
こ
の
政
治
資
金
監

査
は
、
○
○
○
○

（
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

の
主
た
る
事
務
所
（
※

２
）
に
お
い
て
行
っ
た
。

２
 
監
査
の
結
果
 

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（
１
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
１
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た

支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
 

２
．
政
治
資
金
監
査
報
告
書
記
載
例
 

（
１
）
政
治
資
金
監
査
の
対
象
と
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
全
て
確
認
で
き
た
場
合

政
治
資
金
監
査
報
告
書
 

令
和
×
年
×
月
×
日
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

代
表
 
○
○
 
○
○
 
殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人
 
○
○
 
○
○
 
 

登
録

番
号

 
第
 
×
×
×
×
 
号
 

研
修

修
了

年
月

日
×

年
×

月
×

日

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
９
条
の
１
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
○
○
○
○
（
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体
名
）
の

令
和
×
年
に
係
る
法
第
１

２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
の
全
て
の
期
間
を
対

象
と
し
て
、
当
該
収
支
報

告
書
並
び
に
当
該

収
支
報
告
書
に
係
る
会
計

帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書

等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難

か
っ
た
支
出
の
明

細
書
、
振
込
明
細
書
、
振

込
明
細
書
に
係
る
支
出
目

的
書
（
支
出
の
目
的
が
記

載
さ
れ
た
振
込
明

細
書
の
写
し
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
、
残
高
確
認
書

及
び
差
額
説
明
書
に
つ
い

て
、
支
出
及
び
翌

年
へ
の
繰
越
し
に
関
す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。
 

（
２
）
（
略
）
 

（
３
）
私
の
責
任
は
、
外

部
性
を
有
す
る
第
三
者
と

し
て
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者

の
作
成
又
は
徴
取
し
た
収

支
報
告
書
並
び
に
当
該
収

支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳

簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
、
振
込

明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
、
残
高
確
認
書

及
び
差
額
説
明
書
に
つ
い

て
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
基
づ
き

政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

（
４
）
（
略
）
 

２
 
監
査
の
結
果
 

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（
１
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
１
号
に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
、
振
込

明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

※
以

下
、

記
載
例

に
つ

い
て

は
、
新

旧
対
照

表

作
成

の
便
宜

上
、
既

存

の
下

線
は
削

除
し
た

上

で
、

改
正
箇

所
の
み

下

線
を

引
く
こ

と
と
し

て

い
る

。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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（
２
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
２
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
に
は
、
当
該
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体
に

係
る
そ
の
年

に
お
け
る
支

出
の
状
況
が
記
載
さ
れ
、

か
つ
、
当
該
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が

当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
た
。
 

（
３
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
３
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法

第
１
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
は
、
会

計
帳
簿
、
明

細
書
、
領
収
書
等
、
領
収

書
等
を
徴
し
難
か

っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振

込
明
細
書
及

び
振
込
明
細

書
に
係
る
支
出
目
的
書
に

基
づ
い
て
支
出
の

状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
 

（
４
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
４
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
領

収
書
等
を
徴
し
難
か
っ

た
支
出
の
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に

係
る
支
出
目

的
書
は
、
会
計
帳
簿
に
基

づ
い
て
記
載
さ
れ

て
い
た
。
 

（
新
設
）
 

３
 
業
務
制
限
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

名
）
と
私
と

の
間
に
は
、
法
第
１
９
条

の
１
３
第
５
項
の

規
定
に
違
反
す
る
事
実
は
な
い
。
 

ま
た
、
○
○
○
○
（
国
会

議
員
関
係
政

治
団
体
名
）

と
政
治
資
金
監
査
の
業
務

を
補
助
し
た
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
と
の
間
に
お
い
て
も

、
同
様
で
あ
る
（
※
３
）
。
 

以
 
 
上
 

（
※
１
）
政
治
団
体
が
解
散
等
し
た
と
き
に
提
出
す
る
収
支
報
告
書
の
場
合
は
、「

法
第
１
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
収
支
報
告
書
」
と
す
る
こ
と
。
 

（
※
２
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
主
た
る
事
務
所
と
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
 

政
治

資
金
監

査
の
実

施
場

所
に

つ
い

て
は

、
住

所
を
併

記
す

る
こ

と
に

よ
り

、
具

体
的

に
特
定

す
る
こ
と
。
 

（
注
）

政
治

資
金

監
査
を

主
た
る

事
務

所
で

行
わ
な

い
こ
と

が
で

き
る

例
外
と

し
て
は

、
会

計
帳

簿
や

領
収
書

等
の

紛
失

等
の

事
故
を
防

止
す

る
た

め
の

十
分
な
措

置
が

講
じ

ら
れ

、
か
つ
、

会
計
責

任
者
等

に
対

す
る

ヒ
ア

リ
ン
グ
等

を
通

じ
て

、
経

常
経
費
を

含
む

事
務

所
の

運
営
実
態

に
つ
い

て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
以
下
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
 

①
作

業
ス

ペ
ー

ス
の

不
足
等
や

む
を

得
な

い
事

情
に
よ
り

、
円

滑
な

政
治

資
金
監
査

の
実

施
が
困

難
で
あ
る
と
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
判
断
し
た
場
合

②
同

一
の

国
会

議
員

に
係
る
複

数
の

国
会

議
員

関
係
政
治

団
体

の
政

治
資

金
監
査
を

実
施

す
る
場

合
に
お

い
て

、
政

治
資

金
監
査
の

効
率

的
な

実
施

の
た
め
、

特
定

の
事

務
所

等
に
収
支

報
告
書

及
び
会

計
帳

簿
等

の
関

係
書
類
を

集
め

た
上

で
、

政
治
資
金

監
査

を
行

う
こ

と
が
適
当

で
あ
る

（
２
）
～
（
４
）
（
略
）
 

（
５
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
５
号
に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法

第
１
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
は
、
残
高
確
認
書
及

び
差
額
説
明
書
に
基
づ
い

て
翌
年
へ
の
繰
越

し
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
 

３
（
略
）
 

以
 
 
上
 

（
※
１
）
～
（
※
３
）
（
略
）
 

法
改

正
内
容

の
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と
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
判
断
し
た
場
合
 

③
解
散
に
よ
り
、
政
治
資
金
監
査
を
実
施
す
る
時
点
に
お
い
て
主
た
る
事
務
所
が
存
在
し
な
く
な

っ
た
場
合

（
例
）
上
記
①
に
よ
り
、
主
た
る
事
務
所
以
外
で
実
施
し
た
場
合
 

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
～
（
３
）
略
 

（
４
）

こ
の

政
治

資
金

監
査
は
、

○
○

○
○

（
国

会
議
員
関

係
政

治
団

体
名

）
の
主
た

る
事
務

所
の
作
業

ス
ペ
ー

ス
の
不

足
に
よ
り

円
滑
な

政
治
資

金
監
査
の

実
施
が

困
難
で

あ
る
と
○

○
○
○
（

登
録
政

治
資
金

監
査
人
名

）
が
判

断
し
た

た
め
、
○

○
○
○

（
国
会

議
員
関
係

政
治
団
体

名
）
の

従
た
る

事
務
所
（

○
○
県

○
○
市

○
○
町
○

○
番
地

）
に
お

い
て
行
っ

た
。
 

（
※
３
）
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
い
な
い
場
合
は
、
「
ま
た
、
」
以
下
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

（
※
４
）
そ
の
他
の
留
意
事
項

・
「
１
 
監
査
の
概
要
」（

１
）
及
び
（
３
）
に

は
、
記
載
例
ど
お
り
す
べ
て
の
書
類
を
列
記
す
る

こ
と
。

・
「
２
 
監
査
の
結
果
」
（
１
）
及
び
（
３
）
に
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
保
存
を
確
認
し
、

収
支
報
告
書
の
基
礎
と
な
っ
た
書
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
２
）
会
計
帳
簿
に
記
載
不
備
が
あ
る
場
合

政
治

資
金
監
査
報
告
書
 

令
和
×
年
×
月
×
日
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

代
表
 
○
○
 
○
○

殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人
 
○
○
 
○
○
 
 

登
録

番
号

 
第
 
×
×
×
×
 
号
 

研
修

修
了

年
月

日
×

年
×

月
×

日

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
９
条
の
１
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
○
○
○
○
（
国
会
議

員
関
係
政
治

団
体
名
）
の

令
和
×
年
に
係
る
法
第
１

２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
の
す
べ

て
の
期
間
を

対
象
と
し
て
、
当
該
収
支

報
告
書
並
び
に
当

該
収
支
報
告
書
に
係
る
会

計
帳
簿
、
明

細
書
、
領
収

書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し

難
か
っ
た
支
出
の

（
※
４
）
そ
の
他
の
留
意
事
項

・
「
１
 
監
査
の
概
要
」
（
１
）
及
び
（
３
）
に
は
、
記
載
例
ど
お
り
全
て
の
書
類
を
列
記
す
る

こ
と
。

・
「
２
 
監
査
の
結
果
」（

１
）
、（

３
）
及
び
（
５
）
に
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
保
存
を
確

認
し
、
収
支
報
告
書
の
基
礎
と
な
っ
た
書
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
２
）
会
計
帳
簿
に
記
載
不
備
が
あ
る
場
合

政
治
資
金
監
査
報
告
書
 

令
和
×
年
×
月
×
日
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

代
表
 
○
○
 
○
○
 
殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人
 
○
○
 
○
○
 
 

登
録

番
号

 
第
 
×
×
×
×
 
号
 

研
修

修
了

年
月

日
×

年
×

月
×

日

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
９
条
の
１
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
○
○
○
○
（
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体
名
）
の

令
和
×
年
に
係
る
法
第
１

２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
の
全
て
の
期
間
を
対

象
と
し
て
、
当
該
収
支
報

告
書
並
び
に
当
該

収
支
報
告
書
に
係
る
会
計

帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書

等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難

か
っ
た
支
出
の
明

法
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正
内
容
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明
細
書
、
振
込
明
細
書
及

び
振
込
明
細

書
に
係
る
支

出
目
的
書
（
支
出
の
目
的

が
記
載
さ
れ
た
振

込
明
細
書
の
写
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

、
支
出
に
関
す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。
 

（
２
）
こ
の
政
治
資
金
監

査
は
、
法
第
１
９

条
の
１

３
第
２
項
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
政
治
資
金
適

正
化
委
員
会
が
定
め
る
「
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
」（

以
下
「
政
治
資
金
監
査

マ

ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
っ

た
。

（
３
）
私
の
責
任
は
、
外

部
性
を
有
す
る
第

三
者
と

し
て
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者

の
作
成
又
は
徴
取
し
た
収

支
報
告
書
並

び
に
当
該
収

支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳

簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た

支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
に
つ
い
て
、

政
治
資
金
監

査
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
基
づ
き
政
治
資
金
監

査
を
行
っ
た
結
果

を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

（
４
）
こ
の
政
治
資
金
監

査
は
、
○
○
○
○

（
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

の
主
た
る
事
務
所
（
※

２
）
に
お
い
て
行
っ
た
。

２
 
監
査
の
結
果
 

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（
１
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
１
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た

支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
 

（
２
）
法
第
１
９

条
の
１
３
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
に
は
、
○
○
（
※

３
）
の
記
載
不
備
が
一
部

に
見
ら
れ
た

も
の
の
、
当

該
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
に
係
る
そ
の
年

に
お
け
る
支
出
の
状
況
が

記
載
さ
れ
、

か
つ
、
当
該

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

の
会
計
責
任
者
が

当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
た
。
 

（
３
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
３
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法

第
１
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
は
、
会

計
帳
簿
、
明

細
書
、
領
収
書
等
、
領
収

書
等
を
徴
し
難
か

っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振

込
明
細
書
及

び
振
込
明
細

書
に
係
る
支
出
目
的
書
に

基
づ
い
て
支
出
の

状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
 

（
４
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
４
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
領

収
書
等
を
徴
し
難
か
っ

た
支
出
の
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に

係
る
支
出
目

的
書
は
、
会
計
帳
簿
に
基

づ
い
て
記
載
さ
れ

て
い
た
。
 

（
新
設
）
 

３
 
業
務
制
限
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

名
）
と
私
と

の
間
に
は
、
法
第
１
９
条

の
１
３
第
５
項
の

規
定
に
違
反
す
る
事
実
は
な
い
。
 

ま
た
、

○
○

○
○
（

国
会

議
員
関

係
政
治

団
体

名
）

と
政
治

資
金
監

査
の

業
務

を
補
助

し
た
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
と
の
間
に
お
い
て
も

、
同
様
で
あ
る
（
※
４
）
。
 
 

細
書
、
振
込
明
細
書
、
振

込
明
細
書
に
係
る
支
出
目

的
書
（
支
出
の
目
的
が
記

載
さ
れ
た
振
込
明

細
書
の
写
し
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
、
残
高
確
認
書

及
び
差
額
説
明
書
に
つ
い

て
、
支
出
及
び
翌

年
へ
の
繰
越
し
に
関
す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。
 

（
２
）
（
略
）
 

（
３
）
私
の
責
任
は
、
外

部
性
を
有
す
る
第
三
者
と

し
て
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者

の
作
成
又
は
徴
取
し
た
収

支
報
告
書
並
び
に
当
該
収

支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳

簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
、
振
込

明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
、
残
高
確
認
書

及
び
差
額
説
明
書
に
つ
い

て
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
基
づ
き

政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

（
４
）
（
略
）
 

２
 
監
査
の
結
果
 

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（
１
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
１
号
に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
、
振
込

明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
 

（
２
）
～
（
４
）
（
略
）
 

（
５
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
５
号
に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法

第
１
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
は
、
残
高
確
認
書
及

び
差
額
説
明
書
に
基
づ
い

て
翌
年
へ
の
繰
越

し
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
 

３
（
略
）
 

法
改

正
内
容

の
反
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以
 
 
上

（
※
１
）
政
治
団
体
が
解
散
等
し
た
と
き
に
提
出
す
る
収
支
報
告
書
の
場
合
は
、「

法
第
１
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
収
支
報
告
書
」
と
す
る
こ
と
。
 

（
※
２
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
主
た
る
事
務
所
と
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
 

政
治

資
金
監

査
の
実

施
場

所
に

つ
い

て
は

、
住

所
を
併

記
す

る
こ

と
に

よ
り

、
具

体
的

に
特
定

す
る

こ
と
。

な
お
、

政
治

資
金

監
査

を
主

た
る

事
務
所

で
行

わ
な

い
こ

と
が

で
き

る
例

外
に
つ

い
て
は
、
記
載
例
（
１
）
（
※
２
）
の
（
注
）
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
※
３

）
支

出
を
受

け
た

者
の
氏

名
及

び
住
所

並
び

に
そ
の

支
出

の
目
的

、
金

額
及
び

年
月

日
等
の

会
計

帳
簿
の
記
載
事
項
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
※
４
）
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
い
な
い
場
合
は
、
「
ま
た
、
」
以
下
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

（
※
５
）
そ
の
他
の
留
意
事
項

・
「
１
 
監
査
の
概
要
」（

１
）
及
び
（
３
）
に

は
、
記
載
例
ど
お
り
す
べ
て
の
書
類
を
列
記
す
る

こ
と
。

・
「
２
 
監
査
の
結
果
」
（
１
）
及
び
（
３
）
に
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
保
存
を
確
認
し
、

収
支
報
告
書
の
基
礎
と
な
っ
た
書
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
３
）
会
計
帳
簿
と
突
合
を
行
う
書
面
が
存
在
し
な
い
支
出
が
あ
る
場
合

政
治

資
金
監
査
報
告
書
 

令
和
×
年
×
月
×
日
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

代
表
 
○
○
 
○
○

殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人
 
○
○
 
○
○
 
 

登
録

番
号

 
第
 
×
×
×
×
 
号
 

研
修

修
了

年
月

日
×

年
×

月
×

日

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
９
条
の
１
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
○
○
○
○
（
国
会
議

員
関
係
政
治

団
体
名
）
の

令
和
×
年
に
係
る
法
第
１

２
条
第
１
項
に
規

 
 
以
 
 
上

（
※
１
）
～
（
※
４
）
（
略
）
 

（
※
５
）
そ
の
他
の
留
意
事
項

・
「
１
 
監
査
の
概
要
」
（
１
）
及
び
（
３
）
に
は
、
記
載
例
ど
お
り
全
て
の
書
類
を
列
記
す
る

こ
と
。

・
「
２
 
監
査
の
結
果
」（

１
）
、（

３
）
及
び
（
５
）
に
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
保
存
を
確

認
し
、
収
支
報
告
書
の
基
礎
と
な
っ
た
書
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
３
）
会
計
帳
簿
と
突
合
を
行
う
書
面
が
存
在
し
な
い
支
出
が
あ
る
場
合

政
治
資
金
監
査
報
告
書
 

令
和
×
年
×
月
×
日
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

代
表
 
○
○
 
○
○
 
殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人
 
○
○
 
○
○
 
 

登
録

番
号

 
第
 
×
×
×
×
 
号
 

研
修

修
了

年
月

日
×

年
×

月
×

日

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
９
条
の
１
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
○
○
○
○
（
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体
名
）
の

令
和
×
年
に
係
る
法
第
１

２
条
第
１
項
に
規
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定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
の
す
べ

て
の
期
間
を

対
象
と
し
て
、
当
該
収
支

報
告
書
並
び
に
当

該
収
支
報
告
書
に
係
る
会

計
帳
簿
、
明

細
書
、
領
収

書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し

難
か
っ
た
支
出
の

明
細
書
、
振
込
明
細
書
及

び
振
込
明
細

書
に
係
る
支

出
目
的
書
（
支
出
の
目
的

が
記
載
さ
れ
た
振

込
明
細
書
の
写
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

、
支
出
に
関
す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。
 

（
２
）
こ
の
政
治
資
金
監

査
は
、
法
第
１
９

条
の
１

３
第
２
項
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
政
治
資
金
適

正
化
委
員
会
が
定
め
る
「
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
」（

以
下
「
政
治
資
金
監
査

マ

ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
っ

た
。

（
３
）
私
の
責
任
は
、
外

部
性
を
有
す
る
第

三
者
と

し
て
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者

の
作
成
又
は
徴
取
し
た
収

支
報
告
書
並

び
に
当
該
収

支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳

簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た

支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
に
つ
い
て
、

政
治
資
金
監

査
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
基
づ
き
政
治
資
金
監

査
を
行
っ
た
結
果

を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

（
４
）
こ
の
政
治
資
金
監

査
は
、
○
○
○
○

（
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

の
主
た
る
事
務
所
（
※

２
）
に
お
い
て
行
っ
た
。

２
 
監
査
の
結
果
 

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果

は
、
（
別
記
）
を
除
き
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（
１
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
１
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た

支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
 

（
２
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
２
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
に
は
、
当
該
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体
に

係
る
そ
の
年

に
お
け
る
支

出
の
状
況
が
記
載
さ
れ
、

か
つ
、
当
該
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が

当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
た
。
 

（
３
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
３
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法

第
１
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
は
、
会

計
帳
簿
、
明

細
書
、
領
収
書
等
、
領
収

書
等
を
徴
し
難
か

っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振

込
明
細
書
及

び
振
込
明
細

書
に
係
る
支
出
目
的
書
に

基
づ
い
て
支
出
の

状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
 

（
４
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
４
号

に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
領

収
書
等
を
徴
し
難
か
っ

た
支
出
の
明
細
書
及
び
振

込
明
細
書
に

係
る
支
出
目

的
書
は
、
会
計
帳
簿
に
基

づ
い
て
記
載
さ
れ

て
い
た
。
 

（
新
設
）
 

（
別
記
）
（
※
３
）
 

（
１
）
別
添
の
「
領
収
書
等
亡
失
等
一
覧
表

」

（
２
）
支
出
の
状
況
を
確
認
で
き
る
書
類
が

存
在
し
な
い
人
件
費
（
×
件
、
計
×
×
×
×
円
）

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
の
全
て
の
期
間
を
対

象
と
し
て
、
当
該
収
支
報

告
書
並
び
に
当
該

収
支
報
告
書
に
係
る
会
計

帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書

等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難

か
っ
た
支
出
の
明

細
書
、
振
込
明
細
書
、
振

込
明
細
書
に
係
る
支
出
目

的
書
（
支
出
の
目
的
が
記

載
さ
れ
た
振
込
明

細
書
の
写
し
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
、
残
高
確
認
書

及
び
差
額
説
明
書
に
つ
い

て
、
支
出
及
び
翌

年
へ
の
繰
越
し
に
関
す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。
 

（
２
）
（
略
）
 

（
３
）
私
の
責
任
は
、
外

部
性
を
有
す
る
第
三
者
と

し
て
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者

の
作
成
又
は
徴
取
し
た
収

支
報
告
書
並
び
に
当
該
収

支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳

簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
、
振
込

明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
、
残
高
確
認
書

及
び
差
額
説
明
書
に
つ
い

て
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
基
づ
き

政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

（
４
）
（
略
）
 

２
 
監
査
の
結
果
 

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
（
別
記
）
を
除
き
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（
１
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
１
号
に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
、
振
込

明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
 

（
２
）
～
（
４
）
（
略
）
 

（
５
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
５
号
に
規
定

す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法

第
１
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
は
、
残
高
確
認
書
及

び
差
額
説
明
書
に
基
づ
い

て
翌
年
へ
の
繰
越

し
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
 

（
別
記
）
（
略
）
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（
３
）
○
○
○
○
（
国
会

議
員
関
係
政
治
団

体
名
）

に
対
し
て
発
行
さ
れ
た
と

は
認
め
ら
れ
な
い
名
称

が
領
収
書
等
の
あ
て
名
に
記
載
さ
れ
て

い
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
 

（
×
×
月
×
×
日
・
×
×
費
・
×
×
×

×
円
）
 

・
領
収
書
等
の
あ
て
名
に
記
載
さ
れ

て
い
た
名
称

○
○
○
○
○
○
 

３
 
業
務
制
限
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

名
）
と
私
と

の
間
に
は
、
法
第
１
９
条

の
１
３
第
５
項
の

規
定
に
違
反
す
る
事
実
は
な
い
。
 

ま
た
、
○
○
○
○
（
国
会

議
員
関
係
政

治
団
体
名
）

と
政
治
資
金
監
査
の
業
務

を
補
助
し
た
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
と
の
間
に
お
い
て
も

、
同
様
で
あ
る
（
※
４
）
。
 

以
 
 
上
 

（
※
１
）
政
治
団
体
が
解
散
等
し
た
と
き
に
提
出
す
る
収
支
報
告
書
の
場
合
は
、「

法
第
１
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
収
支
報
告
書
」
と
す
る
こ
と
。
 

（
※
２
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
主
た
る
事
務
所
と
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
 

政
治

資
金
監

査
の
実

施
場

所
に

つ
い

て
は

、
住

所
を
併

記
す

る
こ

と
に

よ
り

、
具

体
的

に
特
定

す
る

こ
と
。

な
お
、

政
治

資
金

監
査

を
主

た
る

事
務
所

で
行

わ
な

い
こ

と
が

で
き

る
例

外
に
つ

い
て
は
、
記
載
例
（
１
）
（
※
２
）
の
（
注
）
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
※
３
）（

２
）
及
び
（

３
）
に
つ
い
て
は
、
該
当

す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。
記
載
例
に

加
え
、
特
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
治
資
金
適
正
化

委
員
会
に
照
会
す
る
こ
と
。
 

（
※
４
）
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
い
な
い
場
合
は
、
「
ま
た
、
」
以
下
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

（
※
５
）
そ
の
他
の
留
意
事
項

・
「
１
 
監
査
の
概
要
」
（
１
）
及
び
（
３
）
に
は
、
記
載
例
ど
お
り
す
べ
て
の
書
類
を
列
記
す

る
こ
と
。

・
「
２
 
監
査
の
結
果
」
（
１
）
及
び
（
３
）
に
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
保
存
を
確
認
し
、

 
収
支
報
告
書
の
基
礎
と
な
っ
た
書
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
別
添
）
 

領
収
書

等
亡
失
等
一
覧
表
 

支
出
の
目
的
 

金
 
 
額
 

年
月

日
 

備
考
 

項
 
 
目
 
摘

 
 
要
 

３
（
略
）
 

以
 
 
上
 

（
※
１
）
～
（
※
４
）
（
略
）

（
※
５
）
そ
の
他
の
留
意
事
項

・
「
１
 
監
査
の
概
要
」（

１
）
及
び
（
３
）
に

は
、
記
載
例
ど
お
り
全
て
の
書
類
を
列
記
す
る
こ

と
。

・
「
２
 
監
査
の
結
果
」（

１
）
、（

３
）
及
び
（
５
）
に
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
保
存
を
確

認
し
、
収
支
報
告
書
の
基
礎
と
な
っ
た
書
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
別
添
）
（
略
）
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何
 
 
々
 

１
 
何
々
 

5
,
0
0
0
 
○
.
 
1
.
 
1

２
 
何
々
 

5
0
,
0
0
0
 
〃
.
 
3
.
 
1
 

Ａ
山
一
郎
・
東
京
都
○
○
区
○
○
町
○
○
番
地

 

※
本
表
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
対
し
て
提

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

（
備
考
）
 

１
 
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

２
 
会
計
帳
簿
に
記
載
さ
れ
た
支
出
の
う
ち
、
領
収
書
等
又
は
振
込
明
細
書
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
領

収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
に
も
記
載
さ
れ
な
い
支
出
（
人
件
費
以
外
の
経
費
の
支
出

に
限
る
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 
収
支
報
告
書
に
支
出
の
明
細
を
記
載
す
べ
き
支
出
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
間
に
行
っ

た
支
出
に
あ
っ
て
は
人
件
費
以
外
の
経
費
で
１
件
１
万
円
を
超
え
る
支
出
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
「
備
考
」
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

４
 
会

計
責

任
者

等
が
特

に
必
要

と
判

断
す

る
場
合

に
は
、

領
収

書
等

を
徴
取

漏
れ
又

は
亡

失
し

た
事

情
を
「

備
考

」
欄

に
記

載
す
る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ
し
、

当
該

事
情

に
つ

い
て
は
、

政
治

資
金
監

査
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
収
支
報
告
書
に
支
出
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
場
合

 
収
支

報
告

書
に
支

出
が

計
上
さ

れ
て

い
な
い

場
合

で
あ
っ

て
も

、
支
出

が
計

上
さ
れ

て
い

な
い
こ

と
を

明
確
に

し
て

お
く
た

め
、

当
該
団

体
の

支
出
に

係
る

書
類
と

し
て

、
会
計

帳
簿

を
備
え

、
収

支
報
告

書
を

提
出
す

る
こ

と
と
さ

れ
て

お
り
、

そ
の

場
合
の

政
治

資
金
監

査
報

告
書
は

、
以

下
の
例

に
よ

る
こ
と

が
望

ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

政
治

資
金
監
査
報
告
書
 

令
和
×
年
×
月
×
日
 

（
４
）
収
支
報
告
書
に
支
出
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
場
合

 
収
支

報
告

書
に
支

出
が

計
上
さ

れ
て

い
な
い

場
合

で
あ
っ

て
も

、
支
出

が
計

上
さ
れ

て
い

な
い
こ

と
を

明
確
に

し
て

お
く
た

め
、

当
該
団

体
の

支
出
に

係
る

書
類
と

し
て

、
会
計

帳
簿

を
備
え

、
収

支
報
告

書
を

提
出
す

る
こ

と
と
さ

れ
て

お
り
、

そ
の

場
合
の

政
治

資
金
監

査
報

告
書
は

、
以

下
の
例

に
よ

る
こ
と

が
望

ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

政
治
資
金
監
査
報
告
書
 

令
和
×
年
×
月
×
日
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○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

代
表
 
○
○
 
○
○

殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人
 
○
○
 
○
○
 
 

登
録

番
号

 
第
 
×
×
×
×
 
号
 

研
修

修
了

年
月

日
×

年
×

月
×

日

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
私
は
、
政
治
資
金

規
正
法
（
以
下
「

法
」
と

い
う
。
）
第
１
９
条
の
１

３
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
○
○
○
○
（
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
名
）
の
令
和
×
年
に
係
る
法
第
１
２
条
第
１
項
に

規
定
す
る
収
支
報
告
書
（

※
１
）
の
す
べ
て
の
期
間

を
対
象
と
し
て
、
当
該
収

支
報
告
書
並
び
に

当
該
収
支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出

の
明
細
書
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
（
支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
た

振
込
明
細
書
の
写
し
を
含

む
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ

い
て
、
支
出
に
関
す
る
政

治
資
金
監
査
を
行

っ
た
。
 

（
２
）
こ
の
政
治

資
金
監
査
は
、
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
治
資
金
適

正
化
委
員
会
が
定
め
る
「

政
治
資
金
監

査
に
関
す
る

具
体
的
な
指
針
」
（
以
下

「
政
治
資
金
監
査

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行

っ
た
。

（
３
）
私
の
責
任
は
、
外

部
性
を
有
す
る
第
三
者
と
し
て
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者

の
作
成
又
は
徴
取
し
た
収
支
報
告
書
並

び
に
当
該
収
支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領

収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
結
果

を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

（
４
）
こ
の
政
治
資
金
監
査
は
、
○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）
の
主
た
る
事
務
所
（
※

２
）
に
お
い
て
行
っ
た
。

２
 
監
査
の
結
果
 

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（
１
）
法
第
１
９

条
の
１
３
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
が
保
存
さ
れ
て

い
た
。
 

な
お
、
政
治
資
金
監
査
の
対
象
期
間
に
お
い
て
は
、
○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

に
係
る
支
出
は
な
く
、
明

細
書
、
領
収

書
等
、
領
収

書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振

込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
 

（
２
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
に
は
、
当
該
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年

に
お
け
る
支
出
の
状
況
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が

当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
た
。
 

（
３
）
法
第
１
９

条
の
１
３
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
１
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※
１
）
は
、
会

計
帳
簿
に
基

づ
い
て
、
支
出
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
状
況

が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

代
表
 
○
○
 
○
○
 
殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人
 
○
○
 
○
○
 
 

登
録

番
号

 
第
 
×
×
×
×
 
号

 

研
修

修
了

年
月

日
×

年
×

月
×

日

１
 
監
査
の
概
要
 

（
１
）
私
は
、
政
治
資
金

規
正
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
１
９
条
の
１

３
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
○
○
○
○
（
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
名
）
の
令
和
×
年
に
係
る
法
第
１
２
条
第
１
項
に

規
定
す
る
収
支
報
告
書
（

※
１
）
の
全
て
の
期
間
を

対
象
と
し
て
、
当
該
収
支

報
告
書
並
び
に
当

該
収
支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収

書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し

難
か
っ
た
支
出
の

明
細
書
、
振
込
明
細
書
、
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
（
支
出
の
目
的
が

記
載
さ
れ
た
振
込

明
細
書
の
写
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
残
高
確
認

書
及
び
差
額
説
明
書
に
つ
い
て
、
支
出
及
び

翌
年
へ
の
繰
越
し
に
関
す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。
 

（
２
）
（
略
）
 

（
３
）
私
の
責
任
は
、
外

部
性
を
有
す
る
第
三
者
と
し
て
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
の
会
計
責
任
者

の
作
成
又
は
徴
取
し
た
収
支
報
告
書
並
び
に
当
該
収
支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領

収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振
込
明
細
書
、
振
込

明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
、
残
高
確
認
書
及
び
差
額
説
明
書
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き

政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

（
４
）
（
略
）
 

２
 
監
査
の
結
果
 

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（
１
）
法
第
１
９
条
の
１

３
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会

計
帳
簿
、
残
高
確
認
書

及
び
差
額
説
明
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
 

な
お
、
政
治
資
金
監
査
の
対
象
期
間
に
お
い
て
は
、
○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）

に
係
る
支
出
は
な
く
、
明

細
書
、
領
収
書
等
、
領
収

書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振

込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
 

（
２
）
～
（
４
）
（
略
）
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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（
４
）
法
第
１
９

条
の
１
３
第
２
項
第
４
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ

た
支
出
の
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に

係
る
支
出
目
的
書
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
 

（
新
設
）
 

３
 
業
務
制
限

 

○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）
と
私
と
の
間
に
は
、
法
第
１
９
条
の
１
３
第
５
項
の

規
定
に
違
反
す
る
事
実
は
な
い
。
 

ま
た
、
○
○
○
○
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）
と
政
治
資
金
監
査
の
業
務
を
補
助
し
た
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
と
の
間
に
お
い
て
も

、
同
様
で
あ
る
（
※
３
）
。
 

以
 
 
上
 

（
※
１
）
政
治
団
体
が
解
散
等
し
た
と
き
に
提
出
す
る
収
支
報
告
書
の
場
合
は
、「

法
第
１
７
条
第
１
項
に

規
定
す
る
収
支
報
告
書
」
と
す
る
こ
と
。
 

（
※
２
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
主
た
る
事
務
所
と
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
 

政
治

資
金
監

査
の
実

施
場

所
に

つ
い

て
は

、
住

所
を
併

記
す

る
こ

と
に

よ
り

、
具

体
的

に
特
定

す
る

こ
と
。

な
お
、

政
治

資
金

監
査

を
主

た
る

事
務
所

で
行

わ
な

い
こ

と
が

で
き

る
例

外
に

つ

い
て
は
、
記
載
例
（
１
）
（
※
２
）
の
（
注
）
を
参
照
の
こ
と
。

 

（
※
３
）
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
い
な
い
場
合
は
、
「
ま
た
、
」
以
下
は
記
載
し
な
い
こ
と
。

（
※
４
）
そ
の
他
の
留
意
事
項

・
「

１
 

監
査

の
概

要
」
（

１
）

及
び

（
３

）
に

は
、

記
載

例
ど

お
り

す
べ

て
の

書
類

を
列

記
す

る
こ
と
。

 
 
（
新
設
）

（
５
）
法
第
１
９
条
の
１
３
第
２
項
第
５
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
１
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
収
支
報
告
書
（
※

１
）
は
、
残
高
確
認
書
及

び
差
額
説
明
書
に
基
づ
い
て
翌
年
へ
の
繰
越

し
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
 

３
（
略
）
 

以
 
 
上
 

（
※
１
）
～
（
※
３
）
（
略
）

（
※
４
）
そ
の
他
の
留
意
事
項

・
「
１
 
監
査
の
概
要

」（
１
）
及
び
（
３
）
に
は
、
記
載
例
ど
お
り
全
て
の
書
類
を
列
記
す
る
こ

と
。
 

・
「
２
 
監
査
の
結
果
」
（
１
）
及
び
（
５
）
に
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
が
保
存
を
確
認
し
、

収
支
報
告
書
の
基
礎
と
な
っ
た
書
類
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

法
改

正
内
容

の
反
映
 

同
上
 

同
上
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旧
新

改
定

の
概

要
 

Ⅷ
．
そ
の
他

の
留

意
事

項
 

１
．
政
治
資
金
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
及
び
政
治
資
金
監
査
報
告
書
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用
 

（
新
設
）
 

（
１
）
政
治
資
金
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

1
.

政
治
資
金
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は

、
必
要
に
応
じ
て
、
政
治
資
金
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

活
用
し
、
監
査
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

（
２
）
政
治
資
金
監
査
報
告
書
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

2
.

政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
．
収
支
報
告
書
の
提
出
後
に
生
じ
た
事
情
と
そ
の
対
応
 

3
.

領
収
書
等
の
再
発
行
等
又
は
収
支
報
告

書
の
訂
正
に
よ
り
、
会
計
責
任
者
等
が
政
治
資
金
監
査
時

に
登

録
政

治
資

金
監

査
人

に
対

し
て

示
し

た
書

類
又

は
説

明
し

た
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

に

は
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
連
絡
す
る
よ
う
、
予
め
会
計
責
任
者
等
に
伝
え
て
お
く
こ
と
。
 

Ⅷ
．
そ
の
他
の
留
意
事
項

 

１
．
政
治
資
金
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
及
び
政
治
資
金
監
査
報
告
書
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用
 

1
.

収
支

報
告

の
適

正
の

確
保

と
透

明
性

の
向

上
を

図
る

と
い

う
政

治
資

金
監

査
制

度
へ

の
信

頼
を

損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
活
用
に
よ
り
、
適
確
に
政
治
資
金
監
査
を
行

い
政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
。
 

（
１
）
政
治
資
金
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

2
.

政
治
資
金
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
政
治
資
金
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

活
用
し
、
監
査
事
項
の
確
認
を
行
う
こ
と
。
 

（
２
）
政
治
資
金
監
査
報
告
書
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

3
.

政
治
資
金
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
活
用
す
る
こ
と
。

２
．
収
支
報
告
書
の
提
出
後
に
生
じ
た
事
情
と
そ
の
対
応
 

4
.

（
略
）

チ
ェ

ッ
ク
リ

ス
ト
の

活
用
促

進
に

係
る
記

載
の
追

加
 

チ
ェ

ッ
ク
リ

ス
ト
の

活
用
促

進
に

係
る
表

現
の
整

理
 

同
上
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政治資金監査に関するＱ＆Ａの主な追加・改定 

 

当委員会では、平成２１年３月に「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」を公表して以降、その後

現在に至るまで、必要に応じて追加・改定等を行い、充実を図ってきている。 

これまでの主な追加・改定は、以下のとおりである。 

時期 区分 主な追加・改定 

平成２１年 ３月 追加 

・政治資金規正法上の業務制限の範囲（年の途中まで国会議員

関係政治団体の会計責任者であった者） 

・政治資金規正法上の業務制限の範囲（国会議員関係政治団体

の会員等） 

・政治団体の区分に異動があった場合の留意事項（解散時に国

会議員関係政治団体であって収支が０円の場合） 

・政治資金監査業務に従事する使用人等の資格 

平成２１年１２月 追加 

・政治団体の区分に異動があった場合の留意事項（年の途中で

国会議員関係政治団体であった期間がある政治団体で、１

２月３１日現在又は解散日現在で国会議員関係政治団体で

なかった場合） 

・政治団体の区分に異動があった場合の留意事項（確認の対象

となる収支報告書又は会計帳簿等の関係書類の範囲） 

・政治資金監査契約書への収入印紙の貼付 

平成２２年 ２月 追加 

・政治資金規正法上の業務制限の範囲（業務制限の対象となる

期間） 

・政治資金規正法上の業務制限の範囲（年の途中まで国会議員

関係政治団体の会計責任者に事故があり又は会計責任者が

欠けた場合にその職務を行うべき者であった者） 

・政治資金規正法上の業務制限の範囲（年の途中まで国会議員

関係政治団体の役職員として、会計帳簿の記載に係る部分

に限り、会計責任者の職務を補佐していた者） 

・政治資金監査報酬に係る源泉徴収 

  

参考資料３ 
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時期 区分 主な追加・改定 

平成２２年 ３月 追加 

・政治資金監査報酬受領時に政治団体へ交付する領収書等へ

の収入印紙の貼付 

・記載事項に不備のある領収書等の写しの提出 

平成２２年 ６月 追加 ・記載事項に不備のある領収書等の確認方法 

平成２３年１０月 追加 
・収支報告書に政治資金監査報酬が計上されていない場合の

確認の要否 

平成２４年 ２月 追加 ・主たる事務所以外で政治資金監査を実施しない場合の理由 

平成２４年 ３月 追加 ・支出の目的が記載された払込金受領証の取扱い 

 改定 ・郵便局で支払をした場合の払込票兼受領証の取扱い 

平成２５年 ６月 改定 
・主たる事務所以外で政治資金監査を実施した場合の政治資

金監査報告書の記載方法 

平成２７年 ７月 改定 
・支出の目的が記載されていない払込金受領証の取扱い 

・高額領収書等に係るあて名の確認の周知 

 追加 ・登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の取組の趣旨 

平成２７年１０月 追加 ・登録政治資金監査人の守秘義務 

平成２８年 ５月 追加 
・平成２８年熊本地震による被害を受けた国会議員関係政治

団体に係る政治資金監査報告書の記載方法 

平成２９年 ７月 追加 ・所得税等を徴収（天引き）した場合の会計帳簿の記載方法 

平成３０年 ７月 追加 
・平成３０年７月豪雨による被害を受けた国会議員関係政治

団体に係る政治資金監査報告書の記載方法 

平成３０年１０月 追加 
・海外でクレジットカードを利用した場合の収支報告書等の

記載方法 

令和元年 ６月 追加 
・改元に伴う収支報告書に係る政治資金監査報告書における

政治資金監査の対象とした年の元号表記 
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時期 区分 主な追加・改定 

令和２年 ３月 追加 
・ポイント還元事業によりポイント還元があった場合の収支

報告書等の記載の考え方 

令和６年 １月 追加 
・令和６年能登半島地震による被害を受けた国会議員関係政

治団体に係る政治資金監査報告書の記載方法 

令和６年 ５月 追加 
・政治団体の事務職員がコード決済を利用した立替払いによ

り物品を購入した場合 

令和７年１２月 改定 ・会計帳簿等に係る電磁的記録の保存の確認 

 追加 
・残高確認書の添付書類 

・政治資金監査報告書のオンライン提出 
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令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）実施要領 

令 和 ７ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

政治資金適正化委員会決定 

１ 研修の目的 

 令和６年改正政治資金規正法（※）の施行に伴い、令和９年以降に行う

政治資金監査に関する研修（以下「新制度研修」という。）は、登録政治

資金監査人が令和９年以降に政治資金監査を行うに当たって必要な専門的

知識を修得することを目的とする。 

（※）政治資金規正法の一部を改正する法律（令和６年法律第６４号）、政治資金規正法の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１号）及び政治資金規正法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２号）に

よる改正。 

２ 新制度研修の対象者 

 政治資金規正法第１９条の２７第１項に規定する政治資金監査に関する

研修を修了した登録政治資金監査人 

３ 新制度研修の時間及び内容 

（１）新制度研修の時間は全体で３時間程度とする。

（２）講義を２時間半程度行う。講義の内容及び時間配分は、政治資金監査に

関する研修実施要領（平成２０年１２月１０日政治資金適正化委員会決

定）の「３ 研修の時間及び内容」と同様とする。 

４ 新制度研修の実施方法 

  政治資金適正化委員会は次の方法により新制度研修を実施する。 

（１）集合研修

政治資金適正化委員会が定める日時及び会場において、研修受講者を

集めて実施する研修。 

（２）個別研修

政治資金適正化委員会が個別の研修受講者ごとに定める日時及び会場

において、当該個別の研修受講者に対して実施する研修。 

（３）リモート研修

政治資金適正化委員会が個別の研修受講者ごとに定める期間において、

参考資料４ 
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当該個別の研修受講者に対してインターネットを通じて実施する研修。 

 

５ 新制度研修の受講 

令和９年以降に行う最初の政治資金監査までに、新制度研修の受講を強

く推奨する。 

 

６ 新制度研修の受講手続 

  新制度研修の受講手続については、次のとおりとする。 

（１）新制度研修受講申込書の提出 

新制度研修の受講を希望する者は、氏名、登録番号、集合研修・個別

研修・リモート研修の別及び受講を希望する研修の日時・会場（リモー

ト研修の場合は受講希望月）を記載した書面（「令和９年以降に行う政

治資金監査に関する研修（新制度研修）受講申込書」（別紙様式１）。以

下「新制度研修受講申込書」という。）を、次の区分に従いそれぞれ定

めるところにより、政治資金適正化委員会に提出することとする。 

① 集合研修 原則として受講希望日の４週間前まで（必着）。 

② 個別研修 原則として受講希望日の１週間前まで（必着）。（受講可能

な日時について、あらかじめ政治資金適正化委員会事務局に確認する

こと。） 

③ リモート研修 政治資金適正化委員会が指定する申込期限まで（必着）。 

（２）研修受講者への通知 

政治資金適正化委員会は、新制度研修受講申込書の記載内容を確認の

上、定員の範囲内で、新制度研修受講者に対し、次の区分に従いそれぞ

れ定めるところにより通知を行う。 

① 集合研修・個別研修 研修を行う日時及び会場の所在地等を記載した

書面（「令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研

修）受講通知書」（別紙様式２））を交付する。 

② リモート研修 受講に必要な情報（ID・パスワード、受講可能期間

等）を通知する。 

（３）新制度研修手数料 

   新制度研修手数料は無料とする。 

（４）提出期限の特例 

 政治資金適正化委員会は、（１）に定める提出期限後に新制度研修受

講申込書が提出されたときは、その受講希望日時（リモート研修の場合

は受講希望月）の新制度研修の定員に空きがあり、かつ、当該研修の実
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施に支障がないと認められる場合に、研修受講の手続を進めることがで

きるものとする。 

 

７ 新制度研修受講者の遵守事項 

（１）集合研修・個別研修 

新制度研修受講者は、指定された日時及び会場において研修を受講

しなければならない。また、研修会場となる施設の諸規定を遵守する

とともに、政治資金適正化委員会事務局の職員の指示に従わなければ

ならない。 

（２）リモート研修 

 新制度研修受講者は、指定された期間内に研修を受講しなければな

らない。また、政治資金適正化委員会がリモート研修のために提供す

るサービスに係る諸規定を遵守するとともに、政治資金適正化委員会

事務局の職員の指示に従わなければならない。 

 

８ 研修受講証明書の交付 

  政治資金適正化委員会は、研修修了後、希望する新制度研修受講者に対

し、研修受講証明書（別紙様式３）を交付する。なお、リモート研修の場

合は、研修受講証明書によらず、政治資金適正化委員会がリモート研修の

ために提供するサービスの仕様に基づき発行される、研修受講を証明する

書面を交付する場合がある。 

 

９ 新制度研修の受講の状況の公表 

  政治資金適正化委員会は、研修受講者について、総務省ホームページにお

いて研修の受講の状況を公表する。 

 

１０ 雑則 

  この要領に定めるもののほか、新制度研修の実施に関し必要な事項は、

委員長が政治資金適正化委員会に諮って定める。 

 

 

附 則 

   この実施要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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（別紙様式１） 

新制度研修（申込） 

令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）受講申込書 

 

登録政治資金監査人の氏名、連絡先等 

受 講 申 込 日 （ 送 付 日 ） 令和  年  月  日 

氏 名  

登 録 番 号  

電 話 番 号  

電 子 メ ー ル ア ド レ ス  
※「氏名」は、政治資金適正化委員会へ業務上の呼称を届出している場合は、当該呼称を記載しても

差し支えない。 

※「登録番号」は、登録政治資金監査人証票の「（登録番号）」欄に記載の番号を記載すること。 

 
 

集合研修の申込記入欄（受講希望日） 

 研修の実施日 研修の実施場所（例：東京都） 

第１希望 令和  年  月  日  

第２希望 令和  年  月  日  
 

個別研修の申込記入欄（受講希望日） 

（研修の実施場所：政治資金適正化委員会事務局（東京都千代田区）） 

 研修の実施日 研修の時間 

第１希望 令和  年  月  日 午 前 ・ 午 後 

第２希望 令和  年  月  日 午 前 ・ 午 後 
※「研修の実施日」は、平日（行政機関の休日以外の日）とすること。 

※「研修の時間」は、午前（10:00～13:00）又は午後（13:30～16:30）のいずれかを選択すること。 

※第２希望まで記入すること。 

 

リモート研修の申込記入欄（受講希望月） 

 研修の実施月 

第１希望 令和  年  月 

第２希望 令和  年  月 

 
 
 
 
 
 
 

※「研修の実施月」は、リモート研修の実施案内に記載さ
れるリモート研修の実施期間から、受講を希望する実
施月を第２希望まで記入すること（リモート研修の実
施月が一の場合は第１希望のみ記入すること）。 
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研修単位等の認定に必要な情報の士業団体への提供について 

（公認会計士及び税理士のみ） 
当委員会が実施する新制度研修は、公認会計士にあっては（集合研修に限り）日本公認会計士協

会が会員に対して義務づけている CPD（継続的専門能力開発）の集合研修の科目の一つとして、ま
た、税理士にあっては日本税理士会連合会が後援する研修の一つとして、それぞれ認められている
ところです。 
当委員会では、当委員会が実施する新制度研修について、（受講者の同意に基づき）日本公認会計

士協会においては研修単位の認定に必要な情報を当委員会から同協会に提供することで、受講者が
同協会に研修単位の認定を申請することなしに、受講者の研修単位として認定していただくことも
可能ですので、希望される場合は「同意します。」に☑を入れてください。同協会への個別研修及び
リモート研修の研修単位の認定申請は、引き続き、自己学習として受講者からの自己申告により行
うことが必要です。 

また、日本税理士会連合会においては当委員会から同連合会への受講者報告をもってのみ研修受
講時間への算入が可能となりますので、当該算入を希望される場合は「同意します。」に☑を入れて
ください。 

つきましては、該当する□に☑を入れてください。 
 
私（申込人）は、日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会が会員に義務づけている研修単位

等の認定のため、政治資金適正化委員会が、私の必要な情報（氏名、士業の登録番号、受講研修
名、研修の受講日）を日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会に提供することについて、 

 

□ 同意します。（□日本公認会計士協会 □日本税理士会連合会） 
（同意する場合、どちらの会に提供してよいか☑を入れてください。両方の場合、両方とも☑を入れてください。 

☑を入れた場合は、以下の記入欄に公認会計士研修登録番号、税理士登録番号を記入すること。） 
 

士業団体への登録番号記入欄 

公認会計士研修登録番号  

税理士登録番号  
 

□ 同意しません。 
（同意しない場合、公認会計士にあっては受講者ご自身から日本公認会計士協会へ、直接、研修単位の認定の 

申請をお願いします。） 

※本同意は、本申込書によってお申込みされた研修のみ有効とします。次年度等の研修においても引
続き同意される場合には、当該申込書においても同意しますに☑を入れてお申込みください。 

 

注意事項 （「注意事項」については、適宜の記載をする。） 
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（別紙様式２） 

 

令和  年  月  日 

 

 様 
 

  

                           政治資金適正化委員会 

                            事務局長 

 

令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）受講通知書 

 

令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修）について、下記のとおり

通知します。 

 

記 
 

受 講 者 氏 名  

 

登 録 番 号  

 

研 修 日 時 

 

 

研 修 会 場   

携 行 品  

 

 

注意事項 

  

 

 

 

 

※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。 
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（別紙様式３） 

 

研修受講証明書 

 

受講者氏名               

 

 上記の者は、下記のとおり政治資金規正法第１９条の３０第１項第３号に基づく研修を

受講したことを証明する。 

 

記 

 

１ 研 修 名 令和９年以降に行う政治資金監査に関する研修（新制度研修） 

（集合研修の場合） 

２ 受講日時   令和  年  月  日 ００：００～００：００ 

３ 受講場所 

（個別研修の場合） 

２ 受講日時   令和  年  月  日 ００：００～００：００ 

３ 受講場所   総務省政治資金適正化委員会事務局内 

（リモート研修の場合） 

２ 受講完了日  令和  年  月  日 

３ 受 講 方 式  リモート研修方式 

 

 

※Ａ４サイズ、カラー、地紋印刷 

政治資金適正化委員会 

事務局 

政治資金適正化委員会事務局 

研修受講証明 

００．００．００ 
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